
4. 幾春別川総合開発事業の検証に係る検討の内容 
 

 

4.3  新規利水の観点からの検討 
 

4.3.1  ダム事業参画継続の意思・必要な開発水量の確認 
幾春別川総合開発事業に参画している利水参画者に対して、平成 22 年 12 月 20 日付けで

ダム事業参画継続の意思及び水需給計画の確認について文書を発送し、平成 23 年 1 月 28

日までに全ての利水参画者から継続の意思があり、必要な開発水量は変更ないとの回答を

得た。 

 

表 4.3-1 幾春別川総合開発事業への利水参画継続の意思確認等の結果 

参加継続の意思確認等の状況 
区分 事業主体名 現開発水量 

参加継続の意思 必要な開発水量 

水道用水 
桂沢水道 
企業団 

8,640m3/日 
（0.100m3/s） 

有 
8,640m3/日 
（0.100m3/s） 

工業用水 北海道 
12,840m3/日 
（0.149m3/s） 

有 
12,840m3/日 
（0.149m3/s） 
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4.3.2  水需要の点検・確認 
(1)  利水参画者の水需要の確認 

幾春別川総合開発事業に参画している利水参画者に対して、平成 22 年 12 月 20 日付けで

利水参画者において水需要の点検・確認を行うよう要請し、平成 23 年 1 月 28 日までに回

答を得た結果について、以下の事項を確認した。 

 

①開発水量の算定 

開発水量が道や市の長期計画等に沿ったものであるか確認するとともに、需要量の

推定に使用する基本的事項（人口、原単位、有収率等）の算定方法について、水道施

設設計指針や工業用水道施設設計指針等の考え方に沿って適切に算出されたもので

あるかどうか。 

 

②水道用水供給事業認可及び工業用水道事業の届け出等 

水道法に基づき、水道用水供給事業として厚生労働省の認可を受けているかどうか。 

また、工業用水道事業法に基づき、経済産業省への届け出及び経済産業省からの通

知があるか。 

 

③事業再評価の状況 

公共事業の効果的・効率的な執行及び透明性の確保を図る観点から「行政機関が行

う政策の評価に関する法律」により事業の再評価を実施しているか。 
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(2)  各利水参画者の水需給状況の点検確認結果 

以下に、各利水参画者の水需給状況の点検確認結果を示す。 

 

1)  桂沢水道企業団 

桂沢水道企業団は、岩見沢市、美唄市及び三笠市（当時：三笠町）により昭和 30 年に

設立され、その後、2次にわたる拡張事業を計画的に推進し、水道水の安定供給体制の整

備に取り組んできた。 

現在、桂沢ダム及び桂沢ダム直下の幾春別川の表流水から取水する権利を有している

が、幾春別川の表流水からの取水にはポンプが必要であり、取水ポンプは更新期間も短

くコストがかさむため、将来の維持管理を考慮し、幾春別川総合開発事業に参画するこ

とにより幾春別川の表流水からの取水を新桂沢ダムからの取水へ転換する計画となって

いる。 

平成 23 年 1 月 28 日付け回答において、幾春別川総合開発事業への利水参画継続の意

思を有しているとの回答を得たところである。また、必要な開発水量としては平成 22 年

の水利使用許可申請量が現時点においても同等であるとの認識が示されており、検討主

体による確認は平成 22 年の水利使用許可申請を対象に行った。 

その結果、桂沢水道企業団の必要な開発水量については、必要量は水道施設設計指針

に沿って適切に算出された開発量であること、事業認可の法的な手続きを経ていること

を確認した。なお、国からの補助を受けていないため「行政機関が行う政策の評価に関

する法律」に基づく再評価は行われていない。 

よって、桂沢水道企業団に対して確認した必要な開発水量を確保することを基本とし

て新規利水対策案を立案することとする。 

①開発水量の算定 

計画給水人口：過去の実績値を用いた時系列傾向分析により推定した値を採用し

ており、水道施設設計指針に沿って、公的なデータから推計して

いることを確認した。 

有 収 水 量：過去の実績値を踏まえ各給水区域毎に推定した値や同種施設の実

績を踏まえた値を採用しており、水道施設設計指針に沿って、公

的なデータから推計していることを確認した。 

有 収 率：過去の実績値を踏まえ設定されていることを確認した。 

負 荷 率：過去の実績値を踏まえ設定されていることを確認した。 

ロ ス 率：作業用水の使用水量の積上げにより算出されていることを確認し

た。（過去の実績値との比較も行われている） 

自己水源の状況：現時点で確保されている水源について確認した。 

②水道用水供給事業の認可 

水道用水供給事業者である桂沢水道企業団は、水道法第 30 条に基づき、昭和 44 年

2 月に「桂沢水道企業団水道用水供給事業」の変更認可を受けている。 
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図 4.3-1 桂沢水道企業団給水区域 人口の実績・計画値 
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※新規需要については、需要が見込まれる工業団地の未分譲地(約 860 千 m2)への供給等が、同種施設の
実績を踏まえ考慮されている。 

 

図 4.3-2 桂沢水道企業団給水区域 水需給状況 
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2)  北海道 

石狩湾新港地域工業用水道事業は、昭和 47 年に北海道開発庁が策定した「石狩湾新港

地域開発基本計画」を基に開発される石狩湾新港地域に立地する企業に対し、計画給水

量 35,000m3/日の工業用水を供給するため、幾春別川総合開発事業に参画することにより

水源を確保することとし、平成７年度から工業用水専用施設の工事に着手し、平成 10 年

度に一期工事分（給水能力 17,500 m3/日）の施設を完成させた。しかしながら、産業構

造や経済情勢の変化等により、大幅な需要拡大が期待できないことから平成 14 年度に今

後の工業用水需要想定量を12,000m3/日に見直すとともに工業用水専用施設の二期工事を

中止し、平成 19 年４月、計画給水量を 35,000 m3/日から 12,000m3/日へ変更している。

なお、北海道では、石狩湾新港地域における地下水揚水による地盤沈下や地下水の塩水

化を防止するため、平成 11 年度より幾春別川総合開発事業が完了するまでの間は、暫定

水利権により取水を行っている。 

平成 23 年 1 月 25 日付け回答において、幾春別川総合開発事業への利水参画継続の意

思を有しているとの回答を得たところである。また、必要な開発水量としては現基本計

画（平成 20 年 11 月変更）において設定した水量が現時点においても同等であるとの認

識が示されており、検討主体による確認は現基本計画（平成 20 年 11 月変更）において

設定した水量を対象に行った。 

その結果、北海道の必要な開発水量については、必要量は工業用水道施設設計指針に

沿って適切に算出された開発量であること、事業の届け出等の法的な手続きを経ている

こと、平成 18 年度に事後評価を実施しており所要の工業用水道施設の整備は完了してい

ることを確認した。なお、北海道企業局事業再評価委員会（平成 18 年 2 月）において、

「石狩湾新港地域の将来需要の見直し等工業用水需要の動向に鑑み、計画給水量を現在

の日量 35,000m3から日量 12,000m3に見直したうえで、事業を継続することが妥当である

と判断する。」とされている。 

よって、北海道に対して確認した必要な開発水量を確保することを基本として新規利

水対策案を立案することとする。 

①開発水量の算定 

原 単 位：過去の実績値を用いて地区別（業種別）加重平均により設定した

値や、使用申込書、アンケート調査、訪問調査により設定した値

を用いており、工業用水道施設設計指針に沿って設定されている

ことを確認した。 

回 収 率：過去の実績値を踏まえ設定されていることを確認した。 

損 失 率：過去の実績値を踏まえ設定されていることを確認した。 

ロ ス 率：工業用水道施設設計指針に基づき設定されていることを確認した。 

自己水源の状況：現時点で確保されている水源について確認した。 

②工業用水道事業の届け出等 

工業用水道事業者である北海道は、工業用水道事業法第 6条に基づき、平成 12 年 2

月に変更届出を行い、平成 12 年 3 月に工業用水道事業法第 11 条に規定する施設基準

に適合していると認められる旨の通知を受けている。また、給水能力の変更（35,000m3/

日から 12,000m3/日に見直し）に伴い、平成 19 年 3 月に変更届出を行っている。 
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③事業再評価の状況 

平成 18 年度に事後評価を実施しており、所要の工業用水道施設の整備は完了して

いる。（費用便益比 1.22） 

4-114



4.
 幾
春
別
川
総
合
開
発
事
業
の
検
証
に
係
る
検
討
の
内
容
  

 

表
 4
.3
-3
 
新
規
開
発
水
量
の
妥
当
性
の
確
認
(北
海
道
) 

          

石
狩

市
・
小

樽
市

の
石

狩
湾

新
港

地
域

、
札

幌
市

リ
サ

イ
ク

ル
団

地
、

篠
路

町
福

移
の

一
部

供
給

区
域

の
確

認

１
日

最
大

取
水

量

＝
（
未

分
譲

区
域

に
お

け
る

需
要

＋
分

譲
済

み
区

域
に

お
け

る
需

要
＋

石
狩

湾
新

港
地

域
外

に
お

け
る

需
要

）
×

（
１

＋
ロ

ス
率

）

○
基

本
式

各
項

目
の

推
計

手
法

：
過

去
５

カ
年

の
デ

ー
タ

や
使

用
申

込
書

、
各

種
調

査
を

用
い

て
推

計
を

実
施

基
本

式

平
成

３
８

年
計

画
目

標
年

次

基
本

事
項

石
狩

市
・
小

樽
市

の
石

狩
湾

新
港

地
域

、
札

幌
市

リ
サ

イ
ク

ル
団

地
、

篠
路

町
福

移
の

一
部

供
給

区
域

の
確

認

１
日

最
大

取
水

量

＝
（
未

分
譲

区
域

に
お

け
る

需
要

＋
分

譲
済

み
区

域
に

お
け

る
需

要
＋

石
狩

湾
新

港
地

域
外

に
お

け
る

需
要

）
×

（
１

＋
ロ

ス
率

）

○
基

本
式

各
項

目
の

推
計

手
法

：
過

去
５

カ
年

の
デ

ー
タ

や
使

用
申

込
書

、
各

種
調

査
を

用
い

て
推

計
を

実
施

基
本

式

平
成

３
８

年
計

画
目

標
年

次

基
本

事
項

7
％

工
業

用
水

道
施

設
設

計
指

針
に

基
づ

き
設

定
ロ

ス
率

4
,1

95
m

3
/
日

・
分

譲
済

み
区

域
に

お
け

る
需

要

0
.1

49
m

3
/
s

－－－

1
,2

00
m

3
/
日

6
,3

23
m

3
/
日

推
計

値

・
石

狩
湾

新
港

地
域

外
に

お
け

る
需

要

・
未

分
譲

区
域

に
お

け
る

需
要

工
業

用
水

使
用

申
込

書
及

び
個

々
の

企
業

へ
の

ア
ン

ケ
ー

ト
調

査
や

訪
問

調
査

に
よ

り
需

要
を

設
定

需
要

想
定

値
、

自
己

水
源

の
状

況
よ

り
、

必
要

な
開

発
量

を
確

認
必

要
な

開
発

量
の

確
認

新
桂

沢
ダ

ム
を

水
源

と
し

て
開

発
す

る
ま

で
の

間
は

暫
定

水
利

権
に

よ
る

取
水

を
行

っ
て

い
る

。
当

初
、

地
下

水
を

水
源

と
し

給
水

し
て

い
た

が
、

地
盤

沈
下

や
地

下
水

の
塩

水
化

と
い

っ
た

環
境

に
及

ぼ
す

影
響

が
大

き
い

こ
と

か
ら

、
北

海
道

環
境

影
響

評
価

審
議

会
の

答
申

に
基

づ
き

、
揚

水
で

き
る

期
間

を
平

成
1
0
年

度
ま

で
と

し
、

平
成

1
1
年

度
か

ら
幾

春
別

川
総

合
開

発
事

業
に

よ
り

給
水

す
る

た
め

、
工

業
用

水
専

用
施

設
を

整
備

し
て

お
り

、
所

要
の

工
業

用
水

道
施

設
の

整
備

は
完

了
し

て
い

る
。

自
己

水
源

の
状

況

回
収

水
量

は
過

去
５

ヶ
年

の
実

績
値

を
用

い
て

お
り

、
損

失
を

見
込

ん
で

い
る

。
損

失
率

工
業

用
水

使
用

状
況

の
過

去
５

ヶ
年

の
平

均
に

よ
る

傾
向

に
よ

り
設

定
回

収
率

過
去

５
ヶ

年
の

北
海

道
に

お
け

る
工

業
統

計
よ

り
、

地
区

別
（
業

種
別

）
加

重
平

均
に

よ
り

設
定

用
途

別
使

用

水
量

の
原

単
位

基
礎

デ
ー

タ
の

確
認

・
推

計
手

法
の

確
認

点
検

項
目

7
％

工
業

用
水

道
施

設
設

計
指

針
に

基
づ

き
設

定
ロ

ス
率

4
,1

95
m

3
/
日

・
分

譲
済

み
区

域
に

お
け

る
需

要

0
.1

49
m

3
/
s

－－－

1
,2

00
m

3
/
日

6
,3

23
m

3
/
日

推
計

値

・
石

狩
湾

新
港

地
域

外
に

お
け

る
需

要

・
未

分
譲

区
域

に
お

け
る

需
要

工
業

用
水

使
用

申
込

書
及

び
個

々
の

企
業

へ
の

ア
ン

ケ
ー

ト
調

査
や

訪
問

調
査

に
よ

り
需

要
を

設
定

需
要

想
定

値
、

自
己

水
源

の
状

況
よ

り
、

必
要

な
開

発
量

を
確

認
必

要
な

開
発

量
の

確
認

新
桂

沢
ダ

ム
を

水
源

と
し

て
開

発
す

る
ま

で
の

間
は

暫
定

水
利

権
に

よ
る

取
水

を
行

っ
て

い
る

。
当

初
、

地
下

水
を

水
源

と
し

給
水

し
て

い
た

が
、

地
盤

沈
下

や
地

下
水

の
塩

水
化

と
い

っ
た

環
境

に
及

ぼ
す

影
響

が
大

き
い

こ
と

か
ら

、
北

海
道

環
境

影
響

評
価

審
議

会
の

答
申

に
基

づ
き

、
揚

水
で

き
る

期
間

を
平

成
1
0
年

度
ま

で
と

し
、

平
成

1
1
年

度
か

ら
幾

春
別

川
総

合
開

発
事

業
に

よ
り

給
水

す
る

た
め

、
工

業
用

水
専

用
施

設
を

整
備

し
て

お
り

、
所

要
の

工
業

用
水

道
施

設
の

整
備

は
完

了
し

て
い

る
。

自
己

水
源

の
状

況

回
収

水
量

は
過

去
５

ヶ
年

の
実

績
値

を
用

い
て

お
り

、
損

失
を

見
込

ん
で

い
る

。
損

失
率

工
業

用
水

使
用

状
況

の
過

去
５

ヶ
年

の
平

均
に

よ
る

傾
向

に
よ

り
設

定
回

収
率

過
去

５
ヶ

年
の

北
海

道
に

お
け

る
工

業
統

計
よ

り
、

地
区

別
（
業

種
別

）
加

重
平

均
に

よ
り

設
定

用
途

別
使

用

水
量

の
原

単
位

基
礎

デ
ー

タ
の

確
認

・
推

計
手

法
の

確
認

点
検

項
目

4-115



4. 幾春別川総合開発事業の検証に係る検討の内容 
 

 

 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38

水
量

（
m

3
/
日

）

水源量（新桂沢ダム）

既得水源量（暫定水利）

1日最大取水量 （実績）

1日最大取水量 （計画）

 

図 4.3-3 石狩湾新港地域の水需給状況 
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4.3.3  複数の新規利水対策案の立案等 
流域における適用性が高い新規利水対策案を概略評価により抽出し、概略評価した新規

利水対策案について、利水参画者等へ意見聴取を行った。そして、利水参画者等から得た

回答を踏まえて抽出する新規利水対策案を再整理した。 

 

4.3.3.1  新規利水対策案立案の基本的な考え方 

新規利水（水道用水(桂沢水道企業団)、工業用水(北海道)）については、「検証要領細目」

より 13 方策を参考として、流域の特性に応じ複数の対策案を立案した。 

 

表 4.3-4 方策の概要 

利水上の効果等 

方策 効果を定量的に見込
むことが可能か 

取水地点 
(導水路の新設を前提
としない場合) 

河道外貯留施設 
( 貯 水 池 ) 

可能 施設の下流 

ダ ム 再 開 発 
(かさ上げ・掘削) 

可能 ダム下流 

供
給
面
で
の
対
応 

(

河
川
区
域
内) 他用途ダム容量の 

買 い 上 げ 
可能 ダム下流 

水 系 間 導 水 可能 導水先位置下流 

地 下 水 取 水 ある程度可能 
井戸の場所(取水の可
否は場所による) 

た め 池 
(取水後の貯留施設
を含む。) 

可能 施設の下流 

海 水 淡 水 化 可能 海沿い 

供
給
面
で
の
対
応 

(
河
川
区
域
外) 

水 源 林 の 保 全 できない 水源林の下流 

ダム使用権等の 
振 替 

可能 振替元水源の下流 

既 得 水 利 の 
合 理 化 ・ 転 用 

ある程度可能 転用元水源の下流 

渇水調整の強化 できない ― 

節 水 対 策 困難 ― 

需
要
面
・
供
給
面
で
の 

総
合
的
な
対
応 

雨水・中水利用 困難 ― 
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(1)  河道外貯留施設(貯水池) 

 

河道外に貯水池を設け、河川の流水を導水し、貯留することで水源とする。 

 

（検討の考え方） 

 ・水道用水 

幾春別川に沿った平地において、対策案への適用の可能性について検討する。 

 ・工業用水 

石狩川流域の平地において、対策案への適用の可能性について検討する。 
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図 4.3-4 河道外貯留施設（貯水池）のイメージ 

河道外貯留施設イメージ 
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(2)  ダム再開発(かさ上げ・掘削) 

 

既設のダムをかさ上げあるいは掘削することで容量を確保し、水源とする。 

 

（検討の考え方） 

 ・水道用水 

幾春別川流域に存在する既設ダムにおける再開発（かさ上げ・掘削）について、

対策案への適用の可能性を検討する。 

 ・工業用水 

石狩川流域に存在する既設ダムにおける再開発（かさ上げ・掘削）について、対

策案への適用の可能性を検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.3-5 ダム再開発（かさ上げ）のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.3-6 ダム再開発（掘削）のイメージ 

洪水調節容量洪水調節容量

他用途容量他用途容量

新規利水容量等新規利水容量等

堆砂容量堆砂容量

洪水調節容量洪水調節容量

堆砂容量堆砂容量

他用途容量他用途容量

かさ上げ前 かさ上げ後

かさ上げイメージ 

掘削イメージ 

洪水調節容量洪水調節容量

堆砂容量堆砂容量

他用途容量他用途容量

洪水調節容量洪水調節容量

堆砂容量堆砂容量

他用途容量他用途容量

新新
規規
利利
水水
容容
量量
等等

掘削
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4. 幾春別川総合開発事業の検証に係る検討の内容 
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図 4.3-7 ダム諸元 

 

 

 

 

 

 

 

滝里ダム 

大
雪
ダ
ム 

忠別ダム 

定山渓ダム 

豊平峡ダム 漁川ダム 

金山ダム 

桂沢ダム(新桂沢ダム) 

ダム諸元 

施設名 河川名 所管・所有 集水面積（km2） 総貯水容量（千m3） 有効貯水容量（千m3）

大雪ダム 石狩川 国土交通省 291.6 66,000 54,700

忠別ダム 忠別川 国土交通省 238.9 93,000 79,000

金山ダム 空知川 国土交通省 470.0 150,450 130,420

滝里ダム 空知川 国土交通省 1662.0 108,000 85,000

桂沢ダム 幾春別川 国土交通省 298.7 92,700 81,800

漁川ダム 漁川 国土交通省 113.3 15,300 14,100

豊平峡ダム 豊平川 国土交通省 159.0 47,100 37,100

定山渓ダム 小樽内川 国土交通省 104.0 82,300 78,600
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4. 幾春別川総合開発事業の検証に係る検討の内容 
 

 

(3)  他用途ダム容量の買い上げ 

 

既存のダムの他の用途のダム容量を買い上げて容量とすることで水源とする。 

 

（検討の考え方） 

 ・水道用水 

幾春別川流域に存在する既設ダムにおける他用途ダム容量の買い上げについて、

対策案への適用の可能性を検討する。 

 ・工業用水 

石狩川流域に存在する既設ダムにおける他用途ダム容量の買い上げについて、対

策案への適用の可能性を検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

千
歳
川

夕張川

豊
平
川

空知川

石
狩
川

雨
竜
川

石狩港
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美瑛川

小樽港

新千歳空港

雨竜第一ダム

雨竜第二ダム

水道
取水地点工業用水道

取水地点

雨竜
川

西川向

幾春別
川

桂沢浄水場

石狩湾新港地域

野花南ダム

砥山ダム

芦別ダム

千歳第三ダム
千歳第四ダム

一の沢ダム

古川ダム

※ここでは、河川水そのものを消費
しない発電目的のダム容量の買い
上げを検討。その他の用途のダム
容量の検討については、「ダム使
用権等の振替」及び「既得水利の
合理化・転用」にて検討。

凡 例

発電専用ダム

基準地点

凡 例

発電専用ダム

基準地点

 
図 4.3-8 他用途ダム容量の買い上げイメージ 

他の用途（発電等）
のダム容量

新規利水等の容量
として買い上げ

既設ダム

他用途ダム容量買い上げイメージ 

雨竜第一ダム 

雨竜第二ダム 

古川ダム 

芦別ダム 

野花南ダム 

一の沢ダム 
砥山ダム 

千歳第三ダム 
千歳第四ダム 

ダム諸元 
施設名 河川名 所管・所有 集水面積（km2） 総貯水容量（千m3） 有効貯水容量（千m3）

古川ダム 古川 北海道電力 569.8 307 147

雨竜第一ダム 太釜別川 北海道電力 368.5 244,653 172,119

雨竜第二ダム 宇津内川 北海道電力 109.7 21,589 11,358

野花南ダム 空知川 北海道電力 1779.0 4,800 2,600

芦別ダム 空知川 北海道電力 2173.0 6,250 1,400

千歳第三ダム 千歳川 王子製紙 243.4 3,648 483

千歳第四ダム 千歳川 王子製紙 294.0 2,298 338

砥山ダム 豊平川 北海道電力 452.8 1,370 530

一の沢ダム 豊平川 北海道電力 452.8 － －
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4. 幾春別川総合開発事業の検証に係る検討の内容 
 

 

(4)  水系間導水 

 

水量に余裕のある他水系から導水することで水源とする。 

 

（検討の考え方） 

 ・水道用水 

幾春別川流域に隣接する水系において流況の季節的な特性等を勘案し、対策案へ

の適用の可能性について検討する。 

 ・工業用水 

石狩川流域に隣接する水系において流況の季節的な特性等を勘案し、対策案への

適用の可能性について検討する。 
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図 4.3-9 水系間導水のイメージ 

余剰水

Ａ
川

Ｂ
川

余剰水

Ａ
川

Ｂ
川

水系間導水イメージ 
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4. 幾春別川総合開発事業の検証に係る検討の内容 
 

 

(5)  地下水取水 

 

伏流水や河川水に影響を与えないよう配慮しつつ、井戸の新設等により、水源とする。 

 

（検討の考え方） 

 ・水道用水 

井戸の新設等による地下水取水について、対策案への適用の可能性を検討する。 

 ・工業用水 

井戸の新設等による地下水取水について、対策案への適用の可能性を検討する。 
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凡 例
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図 4.3-10 地下水取水のイメージ 

資料：平成22年度 日本の水資源

岩盤

《平野部》
降水

蒸発散

地下水利用 地下水利用

降水
蒸発散

ミネラルウォーター

降水

蒸発散

《山間部》

浸透
浸透

地下水の流れ

帯水層
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しぼり出し
（水の移動）

（地下水のある地層）
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（地下水のある地層）

井
戸

井
戸

粘性土層
（水を透しにくい層）

粘性土層
（水を透しにくい層）

圧密沈下

岩石の割れ目、裂け目、空間
等には、「裂か水」と呼ばれる
地下水が存在。ミネラルが豊
富。

地下水取水イメージ 
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4. 幾春別川総合開発事業の検証に係る検討の内容 
 

 

(6)  ため池(取水後の貯留施設を含む) 

 

主に雨水や地区内流水を貯留するため池を設置することで水源とする。 

 

（検討の考え方） 

 ・水道用水 

幾春別川に沿った平地における貯留施設の設置について、対策案への適用の可能

性を検討する。 

 ・工業用水 

石狩川流域の平地における貯留施設の設置について、対策案への適用の可能性を

検討する。 
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図 4.3-11 ため池のイメージ 

第 2回検討の場資料 4 P19、20 より 

ため池イメージ 
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4. 幾春別川総合開発事業の検証に係る検討の内容 
 

 

(7)  海水淡水化 

 

海水を淡水化する施設を設置し、水源とする。 

 

（検討の考え方） 

 ・水道用水 

海沿いや河口付近等における海水淡水化施設の設置について、対策案への適用の

可能性を検討する。 

 ・工業用水 

海沿いや河口付近等における海水淡水化施設の設置について、対策案への適用の

可能性を検討する。 
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図 4.3-12 海水淡水化のイメージ 

海水淡水化イメージ 
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4. 幾春別川総合開発事業の検証に係る検討の内容 
 

 

(8)  水源林の保全 

 

主にその土壌の働きにより、雨水を地中に浸透させ、ゆっくりと流出させるという水源
林の持つ機能を保全し、河川流況の安定化を期待する。 

 

（検討の考え方） 

 ・水道用水 

幾春別川流域の森林の分布状況等を踏まえ、対策案への適用の可能性について検

討する。 

 ・工業用水 

石狩川流域の森林の分布状況等を踏まえ、対策案への適用の可能性について検討

する。 
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※資料：国土数値情報（S51・H9・H18 土地利用メッシュ)より作成 

図 4.3-13 水源林の保全のイメージ 

水源林保全イメージ 

石狩川流域地目別土地利用の割合 幾春別川流域地目別土地利用の割合 

出典：今後の治水対策のあり方に関する有識者会議 第 6回配布資料 資料 1太田猛彦氏資料 
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4. 幾春別川総合開発事業の検証に係る検討の内容 
 

 

(9)  ダム使用権等の振替 

 

需要が発生しておらず、水利権が付与されていないダム使用権等を必要な者に振り替え
る。 

 

（検討の考え方） 

 ・水道用水 

幾春別川流域に存在する既設ダムにおけるダム使用権等の振替について、対策案

への適用の可能性を検討する。 

 ・工業用水 

石狩川流域に存在する既設ダムにおけるダム使用権等の振替について、対策案へ

の適用の可能性を検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.3-14 ダム使用権等の振替のイメージ 

新規利水等の
必要量に振替

既設ダム

水利権が付与されていない
ダム使用権等

現時点での
水利権量

ダム使用権等で
確保している開発量

ダム使用権振替イメージ 
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4. 幾春別川総合開発事業の検証に係る検討の内容 
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図 4.3-15 ダム諸元 

 

 

 

 

 

 

 

 

金山ダム 

滝里ダム 

大
雪
ダ
ム 

忠別ダム 

漁川ダム 

桂沢ダム(新桂沢ダム) 

ダム諸元 

施設名 河川名 所管・所有 集水面積（km2） 総貯水容量（千m3） 有効貯水容量（千m3）

大雪ダム 石狩川 国土交通省 291.6 66,000 54,700

忠別ダム 忠別川 国土交通省 238.9 93,000 79,000

金山ダム 空知川 国土交通省 470.0 150,450 130,420

滝里ダム 空知川 国土交通省 1662.0 108,000 85,000

桂沢ダム 幾春別川 国土交通省 298.7 92,700 81,800

漁川ダム 漁川 国土交通省 113.3 15,300 14,100

豊平峡ダム 豊平川 国土交通省 159.0 47,100 37,100

定山渓ダム 小樽内川 国土交通省 104.0 82,300 78,600

定山渓ダム 

豊平峡ダム 
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4. 幾春別川総合開発事業の検証に係る検討の内容 
 

 

(10)  既得水利の合理化・転用 

 

用水路の漏水対策、取水施設の改良等による用水の使用量の削減、農地面積の減少、産
業構造の変革等に伴う需要減分を、他の必要とする用途に転用する。 

 

（検討の考え方） 

 ・水道用水 

幾春別川流域の既得水利の合理化、転用について、対策案への適用の可能性を検

討する。 

 ・工業用水 

石狩川流域の既得水利の合理化、転用について、対策案への適用の可能性を検討

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.3-16 既得水利の合理化・転用のイメージ 

実施前 実施後

別な用途への転用

宅地化など

農地の減少

工業用水等

かんがい用水

河川

水田水田

別な用途への転用

宅地化など

農地の減少

工業用水等

かんがい用水

河川

水田水田

かんがい用水

河川

水田水田 水田水田

かんがい用水

河川

水田水田 水田水田
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4. 幾春別川総合開発事業の検証に係る検討の内容 
 

 

(11)  渇水調整の強化 

 

渇水調整協議会の機能を強化し、渇水時に被害を最小とするような取水制限を行う。 

 

（検討の考え方） 

 ・水道用水 

幾春別川流域の渇水調整の状況を勘案しつつ、対策案への適用の可能性を検討す

る。 

 ・工業用水 

石狩川流域の渇水調整の状況を勘案しつつ、対策案への適用の可能性を検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.3-17 渇水調整の強化のイメージ 

 

表 4.3-5 石狩川水系における渇水調整協議会の設立状況 

渇水調整協議会名 設立時期 

石狩川水系石狩川上流旭川地区渇水調整協議会 昭和53年7月 

石狩川水系幾春別川桂沢ダム利水地区渇水調整協議会 昭和55年7月 

石狩川水系漁川ダム利水地区渇水調整協議会 平成13年6月 

石狩川水系空知川ダム群利水地区渇水調整協議会 平成14年6月 

石狩川水系忠別ダム利水地区渇水調整協議会 平成19年7月 

 

 

渇水調整の協議渇水調整の協議

関係行政
機 関

河 川
管 理 者

関 係
利 水 者

地方公共
団 体
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4. 幾春別川総合開発事業の検証に係る検討の内容 
 

 

(12)  節水対策 

 

節水コマなど節水機器の普及、節水運動の推進、工場における回収率の向上等により、
水需要の抑制を図る。 

 

（検討の考え方） 

 ・水道用水 

幾春別川流域の節水対策について、対策案への適用の可能性を検討する。 

 ・工業用水 

石狩川流域の節水対策について、対策案への適用の可能性を検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国土交通省 水管理・国土保全局 HP「節水小辞典」 

図 4.3-18 節水対策のイメージ 

◆水道の流しっぱなしはせず、野菜や食器
は“ため洗い”。

◆せっけん水と1回目のすすぎ水は風呂
の残り湯を使う。

◆タンク内に水の入ったビンを入れる。

キッチンキッチン 洗濯洗濯 トイレトイレ

◆散水は米のとぎ汁や残り湯など。

散水散水風呂風呂

4-131



4. 幾春別川総合開発事業の検証に係る検討の内容 
 

 

(13)  雨水・中水利用 

 

雨水利用の推進、中水利用施設の整備、下水処理水利用の推進により、河川水・地下水
を水源とする水需要の抑制を図る。 

 

（検討の考え方） 

 ・水道用水 

幾春別川流域の雨水、中水利用について、対策案への適用の可能性を検討する。 

 ・工業用水 

石狩川流域の雨水、中水利用について、対策案への適用の可能性を検討する。 

 

 
出典：国土交通省 水管理・国土保全局 HP 

図 4.3-19 雨水・中水利用のイメージ 
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4.
 幾
春
別
川
総
合
開
発
事
業
の
検
証
に
係
る
検
討
の
内
容
  

 

表
 4
.3
-6
 
新
規
利
水
対
策
案
の
適
用
性
(水
道
用
水
) 

対
策
案
 

方
策
の
概
要
 

流
域
へ
の
適
用
性
 

0.
ダ
ム
【
検
証
対
象
】
 

河
川
を
横
過
し
て
専
ら
流
水
を
貯
留
す
る
目
的
で
築
造
さ
れ
る
構
造
物
で
あ

る
。
 

幾
春
別
川
総
合
開
発
事
業
に
よ
り
、参
加
継
続
確
認
さ
れ
た
新
規
利
水
の
必
要
な

開
発
量
を
確
保
す
る
新
規
利
水
対
策
案
を
検
討
す
る
。
 

1.
河
道
外
貯
留
施
設
 

 
(貯
水
池
) 

河
道
外
に
貯
水
池
を
設
け
、
河
川
の
流
水
を
導
水
し
、
貯
留
す
る
こ
と
で
水
源

と
す
る
。
 

桂
沢
ダ
ム
上
流
に
お
い
て
検
討
す
る
。
 

2.
ダ
ム
再
開
発
 

 
(か
さ
上
げ
・
掘
削
) 

既
存
の
ダ
ム
を
か
さ
上
げ
あ
る
い
は
掘
削
す
る
こ
と
で
容
量
を
確
保
し
、
水
源

と
す
る
。
 

桂
沢
ダ
ム
の
か
さ
上
げ
が
現
計
画
で
あ
る
。
 

桂
沢
ダ
ム
貯
水
池
内
の
掘
削
を
検
討
す
る
。
 

3.
他
用
途
ダ
ム
容
量
の
買
い
上
げ
 
既
存
の
ダ
ム
の
他
の
用
途
の
ダ
ム
容
量
を
買
い
上
げ
て
容
量
と
す
る
こ
と
で
水

源
と
す
る
。
 

幾
春
別
川
に
は
発
電
専
用
の
ダ
ム
は
存
在
し
な
い
。
 

4.
水
系
間
導
水
 

水
量
に
余
裕
の
あ
る
他
水
系
か
ら
導
水
す
る
こ
と
で
水
源
と
す
る
。
 

芦
別
ダ
ム
か
ら
の
導
水
量
増
量
を
検
討
す
る
。
 

5.
地
下
水
取
水
 

伏
流
水
や
河
川
水
に
影
響
を
与
え
な
い
よ
う
配
慮
し
つ
つ
、
井
戸
の
新
設
等
に

よ
り
、
水
源
と
す
る
。
 

桂
沢
浄
水
場
周
辺
に
お
い
て
検
討
す
る
。
 

6.
た
め
池
 

 
(取
水
後
の
貯
留
施
設
を
含
む
) 

主
に
雨
水
や
地
区
内
流
水
を
貯
留
す
る
た
め
池
を
配
置
す
る
こ
と
で
水
源
と
す

る
。
 

桂
沢
浄
水
場
周
辺
に
お
い
て
検
討
す
る
。
 

7.
海
水
淡
水
化
 

海
水
を
淡
水
化
す
る
施
設
を
配
置
し
、
水
源
と
す
る
。
 

石
狩
川
河
口
か
ら
桂
沢
浄
水
場
ま
で
の
導
水
を
検
討
す
る
。
 

供 給 面 で の 対 応 

8.
水
源
林
の
保
全
 

水
源
林
の
持
つ
機
能
を
保
全
し
、
河
川
流
況
の
安
定
化
を
期
待
す
る
。
 

効
果
を
あ
ら
か
じ
め
定
量
的
に
見
込
む
こ
と
は
で
き
な
い
が
、現
況
の
森
林
が
水

源
林
と
し
て
の
機
能
を
有
し
て
い
る
。
 

9.
ダ
ム
使
用
権
等
の
振
替
 

需
要
が
発
生
し
て
お
ら
ず
、
水
利
権
が
付
与
さ
れ
て
い
な
い
ダ
ム
使
用
権
等
を

必
要
な
者
に
振
り
替
え
る
。
 

桂
沢
ダ
ム
に
は
振
替
可
能
な
ダ
ム
使
用
権
等
は
な
い
。
 

10
.既
得
水
利
の
合
理
化
・
転
用
 

用
水
路
の
漏
水
対
策
、
取
水
施
設
の
改
良
等
に
よ
る
用
水
の
使
用
量
の
削
減
、

農
地
面
積
の
減
少
、
産
業
構
造
の
変
革
等
に
伴
う
需
要
減
分
を
、
他
の
必
要
と

す
る
用
途
に
転
用
す
る
。
 

既
得
水
利
の
合
理
化
・
転
用
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
 

11
.渇
水
調
整
の
強
化
 

渇
水
調
整
協
議
会
の
機
能
を
強
化
し
、
渇
水
時
に
被
害
を
最
小
と
す
る
よ
う
な

取
水
制
限
を
行
う
。
 

効
果
を
あ
ら
か
じ
め
定
量
的
に
見
込
む
こ
と
は
で
き
な
い
が
、現
状
に
お
い
て
も

渇
水
時
に
は
調
整
を
行
っ
て
お
り
、
今
後
も
取
り
組
み
を
継
続
す
る
。
 

12
.節
水
対
策
 

節
水
機
器
の
普
及
、
節
水
運
動
の
推
進
、
工
場
に
お
け
る
回
収
率
の
向
上
等
に

よ
り
、
水
需
要
の
抑
制
を
図
る
。
 

効
果
を
あ
ら
か
じ
め
定
量
的
に
見
込
む
こ
と
は
で
き
な
い
が
、水
需
要
抑
制
の
取

り
組
み
は
重
要
で
あ
る
。
 

需 要 面 ・ 供 給 面 で の 総 合 的 な 対 応 

13
.雨
水
・
中
水
利
用
 

雨
水
利
用
の
推
進
、
中
水
利
用
施
設
の
整
備
、
下
水
処
理
水
の
利
用
の
推
進
に

よ
り
河
川
水
・
地
下
水
を
水
源
と
す
る
水
需
要
の
抑
制
を
図
る
。
 

効
果
を
あ
ら
か
じ
め
定
量
的
に
見
込
む
こ
と
は
で
き
な
い
が
、水
需
要
抑
制
の
取

り
組
み
は
重
要
で
あ
る
。
 

 
：
今
回
の
検
討
に
お
い
て
採
用
し
た
方
策
 

：
全
て
の
対
策
案
と
と
も
に
取
り
組
む
べ
き
方
策
 

：
今
回
の
検
討
に
お
い
て
採
用
し
な
か
っ
た
方
策
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4.
 幾
春
別
川
総
合
開
発
事
業
の
検
証
に
係
る
検
討
の
内
容
  

 

表
 4
.3
-7
 
新
規
利
水
対
策
案
の
適
用
性
(工
業
用
水
) 

対
策
案
 

方
策
の
概
要
 

流
域
へ
の
適
用
性
 

0.
ダ
ム
【
検
証
対
象
】
 

河
川
を
横
過
し
て
専
ら
流
水
を
貯
留
す
る
目
的
で
築
造
さ
れ
る
構
造
物
で
あ

る
。
 

幾
春
別
川
総
合
開
発
事
業
に
よ
り
、参
加
継
続
確
認
さ
れ
た
新
規
利
水
の
必
要
な

開
発
量
を
確
保
す
る
新
規
利
水
対
策
案
を
検
討
す
る
。
 

1.
河
道
外
貯
留
施
設
 

 
(貯
水
池
) 

河
道
外
に
貯
水
池
を
設
け
、
河
川
の
流
水
を
導
水
し
、
貯
留
す
る
こ
と
で
水
源

と
す
る
。
 

幾
春
別
川
中
流
に
お
い
て
検
討
す
る
。
 

2.
ダ
ム
再
開
発
 

 
(か
さ
上
げ
・
掘
削
) 

既
存
の
ダ
ム
を
か
さ
上
げ
あ
る
い
は
掘
削
す
る
こ
と
で
容
量
を
確
保
し
、
水
源

と
す
る
。
 

桂
沢
ダ
ム
の
か
さ
上
げ
が
現
計
画
で
あ
る
。
 

桂
沢
ダ
ム
貯
水
池
内
の
掘
削
を
検
討
す
る
。
 

3.
他
用
途
ダ
ム
容
量
の
買
い
上
げ
 
既
存
の
ダ
ム
の
他
の
用
途
の
ダ
ム
容
量
を
買
い
上
げ
て
容
量
と
す
る
こ
と
で
水

源
と
す
る
。
 

取
水
地
点
よ
り
上
流
に
あ
る
発
電
専
用
ダ
ム
の
容
量
買
い
上
げ
を
検
討
す
る
。
 

4.
水
系
間
導
水
 

水
量
に
余
裕
の
あ
る
他
水
系
か
ら
導
水
す
る
こ
と
で
水
源
と
す
る
。
 

新
川
水
系
か
ら
の
導
水
を
検
討
す
る
。
 

5.
地
下
水
取
水
 

伏
流
水
や
河
川
水
に
影
響
を
与
え
な
い
よ
う
配
慮
し
つ
つ
、
井
戸
の
新
設
等
に

よ
り
、
水
源
と
す
る
。
 

取
水
地
点
周
辺
に
お
い
て
検
討
す
る
。
 

6.
た
め
池
 

 
(取
水
後
の
貯
留
施
設
を
含
む
) 

主
に
雨
水
や
地
区
内
流
水
を
貯
留
す
る
た
め
池
を
配
置
す
る
こ
と
で
水
源
と
す

る
。
 

取
水
地
点
周
辺
に
お
い
て
検
討
す
る
。
 

7.
海
水
淡
水
化
 

海
水
を
淡
水
化
す
る
施
設
を
配
置
し
、
水
源
と
す
る
。
 

石
狩
湾
新
港
地
域
内
に
お
い
て
検
討
す
る
。
 

供 給 面 で の 対 応 

8.
水
源
林
の
保
全
 

水
源
林
の
持
つ
機
能
を
保
全
し
、
河
川
流
況
の
安
定
化
を
期
待
す
る
。
 

効
果
を
あ
ら
か
じ
め
定
量
的
に
見
込
む
こ
と
は
で
き
な
い
が
、現
況
の
森
林
が
水

源
林
と
し
て
の
機
能
を
有
し
て
い
る
。
 

9.
ダ
ム
使
用
権
等
の
振
替
 

需
要
が
発
生
し
て
お
ら
ず
、
水
利
権
が
付
与
さ
れ
て
い
な
い
ダ
ム
使
用
権
等
を

必
要
な
者
に
振
り
替
え
る
。
 

ダ
ム
使
用
権
等
の
振
替
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
 

10
.既
得
水
利
の
合
理
化
・
転
用
 

用
水
路
の
漏
水
対
策
、
取
水
施
設
の
改
良
等
に
よ
る
用
水
の
使
用
量
の
削
減
、

農
地
面
積
の
減
少
、
産
業
構
造
の
変
革
等
に
伴
う
需
要
減
分
を
、
他
の
必
要
と

す
る
用
途
に
転
用
す
る
。
 

既
得
水
利
の
合
理
化
・
転
用
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
 

11
.渇
水
調
整
の
強
化
 

渇
水
調
整
協
議
会
の
機
能
を
強
化
し
、
渇
水
時
に
被
害
を
最
小
と
す
る
よ
う
な

取
水
制
限
を
行
う
。
 

効
果
を
あ
ら
か
じ
め
定
量
的
に
見
込
む
こ
と
は
で
き
な
い
が
、現
状
に
お
い
て
も

渇
水
時
に
は
調
整
を
行
っ
て
お
り
、
今
後
も
取
り
組
み
を
継
続
す
る
。
 

12
.節
水
対
策
 

節
水
機
器
の
普
及
、
節
水
運
動
の
推
進
、
工
場
に
お
け
る
回
収
率
の
向
上
等
に

よ
り
、
水
需
要
の
抑
制
を
図
る
。
 

効
果
を
あ
ら
か
じ
め
定
量
的
に
見
込
む
こ
と
は
で
き
な
い
が
、水
需
要
抑
制
の
取

り
組
み
は
重
要
で
あ
る
。
 

需 要 面 ・ 供 給 面 で の 総 合 的 な 対 応 

13
.雨
水
・
中
水
利
用
 

雨
水
利
用
の
推
進
、
中
水
利
用
施
設
の
整
備
、
下
水
処
理
水
の
利
用
の
推
進
に

よ
り
河
川
水
・
地
下
水
を
水
源
と
す
る
水
需
要
の
抑
制
を
図
る
。
 

効
果
を
あ
ら
か
じ
め
定
量
的
に
見
込
む
こ
と
は
で
き
な
い
が
、水
需
要
抑
制
の
取

り
組
み
は
重
要
で
あ
る
。
 

 
：
今
回
の
検
討
に
お
い
て
採
用
し
た
方
策
 

：
全
て
の
対
策
案
と
と
も
に
取
り
組
む
べ
き
方
策
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4. 幾春別川総合開発事業の検証に係る検討の内容 
 

 

4.3.3.2  新規利水対策案の立案 

 

＜新規利水対策案の立案の方針＞ 

1)検証要領細目で示されている 14 方策から、4.3.3.1 で整理した適用性を考慮して抽出

し、組み合わせる。 

 

2)新規利水対策案は、以下に示す参画継続確認された新規利水の必要な開発水量を確保

できるものとする。 

 

●水道用水 0.100m3/s（桂沢水道企業団） 

●工業用水 0.149m3/s（北海道） 

 

3)「水源林の保全」、「渇水調整の強化」、「節水対策」、「雨水・中水利用」については、

効果を定量的に見込むことが困難であるが、それぞれが重要な方策であり継続してい

くべきと考えられるため、全ての新規利水対策案に組み合わせる。 

 

4)各対策案における留意事項 

・新規利水対策案の施設規模はダム事業者や水利使用許可権者として有している情報に

より可能な範囲で検討したものである。 

 

新規利水対策案の概要を表 4.3-8～表 4.3-9 に示す。 
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4.
 幾
春
別
川
総
合
開
発
事
業
の
検
証
に
係
る
検
討
の
内
容
  

 

表
 4
.3
-8
 
新
規
利
水
対
策
案
一
覧
表
(水
道
用
水
) 

 

 

ダ
ム 供 給 面 で の 対 応

（ 河 川 区 域 外 ）

需 要 面 ・ 供 給 面 で の

総 合 的 な 対 応 が

必 要 な も の

渇
水
調
整
の

強
化

節
水
対
策

雨
水
・
中
水

利
用

現
計
画

水
源
林
の
保
全

供 給 面 で の

対 応 （ 河 川

区 域 内 ）

幾
春
別
川

総
合
開
発
事
業

(新
桂
沢
ダ
ム
)

渇
水
調
整
の

強
化

節
水
対
策

雨
水
・
中
水

利
用

水
源
林
の
保
全

河
道
外
貯
留

施
設
(貯
水
池
)

渇
水
調
整
の

強
化

節
水
対
策

雨
水
・
中
水

利
用

水
源
林
の
保
全

ダ
ム
再
開
発

（
掘
削
）

渇
水
調
整
の

強
化

節
水
対
策

雨
水
・
中
水

利
用

水
源
林
の
保
全

水
系
間
導
水

渇
水
調
整
の

強
化

節
水
対
策

雨
水
・
中
水

利
用

水
源
林
の
保
全

地
下
水
取
水

渇
水
調
整
の

強
化

節
水
対
策

雨
水
・
中
水

利
用

水
源
林
の
保
全

た
め
池

(取
水
後
の
貯
留

施
設
を
含
む
)

渇
水
調
整
の

強
化

節
水
対
策

雨
水
・
中
水

利
用

海
水
淡
水
化

水
源
林
の
保
全

新
規
利
水
対
策
案
（
水
道
用
水
）

1
2

3
4

5
6

7

既
得
水
利
の

合
理
化
・
転
用

水
源
林
の
保
全

節
水
対
策

雨
水
・
中
水

利
用

渇
水
調
整
の

強
化
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4. 幾春別川総合開発事業の検証に係る検討の内容 
 

 

【水道用水】 

 

(1)  新規利水対策案(水道用水)-0 現計画(幾春別川総合開発事業(新桂沢ダム)) 

 

 

 

桂沢ダム容量配分図（昭和32年完成)
(総貯水容量 92,700,000ｍ3)

新桂沢ダム容量配分図
(総貯水容量 147,300,000ｍ3)

水道用水水道用水 7,700,0007,700,000ｍｍ33

堆砂等堆砂等 10,900,00010,900,000ｍｍ33

かんがいかんがい 74,100,00074,100,000ｍｍ33 かんがいかんがい((現ダム現ダム))
74,100,00074,100,000ｍｍ33

洪水調節洪水調節((新規新規))
223,300,0003,300,000ｍｍ33

流水の正常な機能の維持流水の正常な機能の維持((新規新規))
229,900,0009,900,000ｍｍ33

堆砂堆砂 10,90010,900,000,000ｍｍ33
水道用水水道用水((現ダム現ダム) ) 7,700,0007,700,000ｍｍ33

新
桂
沢
ダ
ム

11.9m

嵩上げ

ダム高
63.6m

新規開発分
54,600,000ｍ3

桂
沢
ダ
ム

((新規新規))水道用水水道用水 100,000m100,000m33
((新規新規))工業用水工業用水 1,300,000m1,300,000m33

現ダム分
92,700,000ｍ3

桂
沢
ダ
ム  

千
歳
川

夕張川豊
平
川

石
狩

川

漁川ダム

新桂沢ダム（桂沢ダム）

新千歳空港

水道
取水地点

桂沢浄水場

西川向

幾春別川

滝里ダム

凡 例
既設ダム（直 轄）
建設中ダム
基 準 地 点
富良野芦別道立自然公園

凡 例
既設ダム（直 轄）
建設中ダム
基 準 地 点
富良野芦別道立自然公園

三笠ぽんべつダム

空知川

夕張シューパロダム

 

 

 

図 4.3-20 検討概要図 

【対策案の概要】 

・新桂沢ダムにより、必要な開発量を確保する。 

新桂沢ダム(桂沢ダム) 

新桂沢ダム 

河川名 ：幾春別川 
位置  ：三笠市桂沢 
ダム形式：重力式コンクリート 
堤体積 ：646 千 m3 
総貯水容量：147,300 千 m3 
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4. 幾春別川総合開発事業の検証に係る検討の内容 
 

 

(2)  新規利水対策案(水道用水)-1 河道外貯留施設(貯水池) 

 

 

 

 
※ 新規利水対策案の立案にあたっては、関係機関や地権者等の関係者との事前協議や調整は行っていない。 
※ 対策箇所や数量については検討時点のものであり、今後変更があり得るものである。 
 

 

千
歳
川

夕張川豊
平
川

石
狩

川

漁川ダム

桂沢ダム

新千歳空港

水道
取水地点

桂沢浄水場

西川向

幾春別川

滝里ダム

貯水池
検討地点

凡 例
既設ダム（直 轄）
建設中ダム
基 準 地 点
富良野芦別道立自然公園

凡 例
既設ダム（直 轄）
建設中ダム
基 準 地 点
富良野芦別道立自然公園

空知川

夕張シューパロダム

 

 

 

図 4.3-21 検討概要図 

【対策案の概要】 

・桂沢ダム上流に貯水池を設け、河川の流水を導水し、貯留することで必要な開発量を

確保する。 

施設規模 貯水池容量 10万m3施設規模 貯水池容量 10万m3

4-138



4. 幾春別川総合開発事業の検証に係る検討の内容 
 

 

(3)  新規利水対策案(水道用水)-2 ダム再開発(掘削) 

 

 

 
※ 新規利水対策案の立案にあたっては、関係機関や地権者等の関係者との事前協議や調整は行っていない。 
※ 対策箇所や数量については検討時点のものであり、今後変更があり得るものである。 

 

《現状》 《対策案》

水道用水水道用水 7,700,0007,700,000ｍｍ33

堆砂等堆砂等 10,900,00010,900,000ｍｍ33

かんがいかんがい 74,100,00074,100,000ｍｍ33
桂
沢
ダ
ム 水道用水水道用水 7,700,0007,700,000ｍｍ33

堆砂等堆砂等 10,900,00010,900,000ｍｍ33

かんがいかんがい 74,100,00074,100,000ｍｍ33
桂
沢
ダ
ム 水道用水水道用水 7,700,0007,700,000ｍｍ33

堆砂等堆砂等 10,900,00010,900,000ｍｍ33

かんがいかんがい 74,100,00074,100,000ｍｍ33
桂
沢
ダ
ム 水道用水水道用水 7,700,0007,700,000ｍｍ33

堆砂等堆砂等 10,900,00010,900,000ｍｍ33

かんがいかんがい 74,100,00074,100,000ｍｍ33
桂
沢
ダ
ム

掘削により新たに確保する容量
100,000ｍ3

 

千
歳
川

夕張川豊
平
川

石
狩

川

漁川ダム

新千歳空港

水道
取水地点

桂沢浄水場

西川向

幾春別川

滝里ダム

凡 例
既設ダム（直 轄）
建設中ダム
基 準 地 点
富良野芦別道立自然公園

凡 例
既設ダム（直 轄）
建設中ダム
基 準 地 点
富良野芦別道立自然公園

空知川

夕張シューパロダム

 

図 4.3-22 検討概要図 

施設規模 ダム貯水容量 10万m3施設規模 ダム貯水容量 10万m3

【対策案の概要】 

・既設の桂沢ダム貯水池内を掘削し、必要な開発量を確保する。 

桂沢ダム(掘削) 

桂沢ダム 

河川名 ：幾春別川 
位置  ：三笠市桂沢 
ダム形式：重力式コンクリート 
堤体積 ：350 千 m3 
総貯水容量：92,700 千 m3 
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4. 幾春別川総合開発事業の検証に係る検討の内容 
 

 

(4)  新規利水対策案(水道用水)-3 水系間導水 

 

 

 
※ 新規利水対策案の立案にあたっては、関係機関や地権者等の関係者との事前協議や調整は行っていない。 
※ 対策箇所や数量については検討時点のものであり、今後変更があり得るものである。 
 

 

千
歳
川

夕張川豊
平
川

石
狩

川

漁川ダム

新千歳空港

水道
取水地点

桂沢浄水場

西川向

幾春別川

導水

空知川

夕張シューパロダム

桂沢ダム

滝里ダム

芦別ダム

凡 例
既設ダム（直 轄）
建設中ダム
基 準 地 点
富良野芦別道立自然公園

凡 例
既設ダム（直 轄）
建設中ダム
基 準 地 点
富良野芦別道立自然公園

 

 

 

図 4.3-23 検討概要図 

【対策案の概要】 

・芦別ダムからの導水量を増量し、必要な開発量を確保する。 

施設規模 導水路設置 Ｌ＝約5km施設規模 導水路設置 Ｌ＝約5km
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4. 幾春別川総合開発事業の検証に係る検討の内容 
 

 

(5)  新規利水対策案(水道用水)-4 地下水取水 

 

 

 
※ 新規利水対策案の立案にあたっては、関係機関や地権者等の関係者との事前協議や調整は行っていない。 
※ 対策箇所や数量については検討時点のものであり、今後変更があり得るものである。 
 

 

千
歳
川

夕張川豊
平
川

石
狩

川

漁川ダム

水道
取水地点

桂沢浄水場

西川向

幾春別川

地下水取水
検討地点

新千歳空港

凡 例
既設ダム（直 轄）
建設中ダム
基 準 地 点新千歳空港

凡 例
既設ダム（直 轄）
建設中ダム
基 準 地 点

空知川

夕張シューパロダム

桂沢ダム

滝里ダム

 
 

 

図 4.3-24 検討概要図 

【対策案の概要】 

・桂沢浄水場周辺に井戸を掘削し、必要な開発量を確保する。 

施設規模 井戸9本施設規模 井戸9本
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4. 幾春別川総合開発事業の検証に係る検討の内容 
 

 

(6)  新規利水対策案(水道用水)-5 ため池(取水後の貯留施設を含む) 

 

 

 

 
※ 新規利水対策案の立案にあたっては、関係機関や地権者等の関係者との事前協議や調整は行っていない。 
※ 対策箇所や数量については検討時点のものであり、今後変更があり得るものである。 
 

 

千
歳
川

夕張川豊
平
川

石
狩

川

漁川ダム

桂沢ダム

新千歳空港

水道
取水地点

桂沢浄水場

西川向

幾春別川

ため池
検討地点

凡 例
既設ダム（直 轄）
建設中ダム
基 準 地 点

凡 例
既設ダム（直 轄）
建設中ダム
基 準 地 点

空知川

夕張シューパロダム

滝里ダム

 

 

図 4.3-25 検討概要図 

【対策案の概要】 

・桂沢浄水場付近にため池を設け、雨水や地区内流水を貯留し、必要な開発量を確保す

る。 

施設規模 ため池容量 10万m3施設規模 ため池容量 10万m3
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4. 幾春別川総合開発事業の検証に係る検討の内容 
 

 

(7)  新規利水対策案(水道用水)-6 海水淡水化 

 

 

 
※ 新規利水対策案の立案にあたっては、関係機関や地権者等の関係者との事前協議や調整は行っていない。 
※ 対策箇所や数量については検討時点のものであり、今後変更があり得るものである。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

千
歳
川

夕張川豊
平
川

石
狩

川

漁川ダム

新千歳空港

水道
取水地点

桂沢浄水場

西川向

幾春別川

海水淡水化施設
導水

凡 例
既設ダム（直 轄）
建設中ダム
基 準 地 点

凡 例
既設ダム（直 轄）
建設中ダム
基 準 地 点

空知川

夕張シューパロダム

桂沢ダム

滝里ダム

 

 

 

 

図 4.3-26 検討概要図 

【対策案の概要】 

・石狩川河口付近に海水淡水化施設を建設し、必要な開発量を確保する。 

施設規模
海水淡水化施設一式
導水路設置 Ｌ＝約70km

施設規模
海水淡水化施設一式
導水路設置 Ｌ＝約70km

他地域の事例

出典：福岡地区水道企業団海水淡水化センター 

(まみずピア) 
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4. 幾春別川総合開発事業の検証に係る検討の内容 
 

 

(8)  新規利水対策案(水道用水)-7 既得水利の合理化・転用 

 

 

 

 
※ 新規利水対策案の立案にあたっては、関係機関や地権者等の関係者との事前協議や調整は行っていない。 
※ 対策箇所や数量については検討時点のものであり、今後変更があり得るものである。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
千
歳
川

夕張川豊
平
川

空知川

石
狩

川

漁川ダム

夕張シューパロダム

桂沢ダム

滝里ダム

新千歳空港

水道
取水地点

桂沢浄水場

西川向

幾春別川

既得水利の合理化・
転用検討範囲

凡 例
既設ダム（直 轄）
建設中ダム
基 準 地 点

凡 例
既設ダム（直 轄）
建設中ダム
基 準 地 点

 

図 4.3-27 検討概要図 

 

【対策案の概要】 

・用水路の渇水対策、取水施設の改良等による用水の使用量の削減、農地面積の減少、

産業構造の変革等に伴う需要減分を転用することにより、必要な開発量を確保する。 

実施前

かんがい用水

河
川

水水
田田

水水
田田

実施後

別な用途への
転用

宅地化など

水道用水

かんがい用水

河
川

水水
田田
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4.
 幾
春
別
川
総
合
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業
の
検
証
に
係
る
検
討
の
内
容
  

 

表
 4
.3
-9
 
新
規
利
水
対
策
案
一
覧
表
(工
業
用
水
) 

  

 

ダ
ム 供 給 面 で の 対 応

（ 河 川 区 域 外 ）

需 要 面 ・ 供 給 面 で の

総 合 的 な 対 応 が

必 要 な も の

現
計
画

供 給 面 で の 対 応

（ 河 川 区 域 内 ）

幾
春
別
川

総
合
開
発
事
業

(新
桂
沢
ダ
ム
)

新
規
利
水
対
策
案
（
工
業
用
水
）

河
道
外
貯
留

施
設
(貯
水
池
)

1

ダ
ム
再
開
発

（
掘
削
）

2
4

5
6

水
系
間
導
水

3

海
水
淡
水
化

7

ダ
ム
使
用
権
等

の
振
替

8

既
得
水
利
の

合
理
化
・
転
用

9

た
め
池

(取
水
後
の
貯
留

施
設
を
含
む
)

地
下
水
取
水

他
用
途
ダ
ム
容

量
の
買
い
上
げ

水
源
林
の
保
全

渇
水
調
整
の

強
化

節
水
対
策

雨
水
・
中
水

利
用

水
源
林
の
保
全

水
源
林
の
保
全

渇
水
調
整
の

強
化

節
水
対
策

雨
水
・
中
水

利
用

水
源
林
の
保
全

水
源
林
の
保
全

水
源
林
の
保
全

水
源
林
の
保
全

水
源
林
の
保
全

水
源
林
の
保
全

水
源
林
の
保
全

渇
水
調
整
の

強
化

節
水
対
策

雨
水
・
中
水

利
用

渇
水
調
整
の

強
化

節
水
対
策

雨
水
・
中
水

利
用

渇
水
調
整
の

強
化

節
水
対
策

雨
水
・
中
水

利
用

渇
水
調
整
の

強
化

節
水
対
策

雨
水
・
中
水

利
用

渇
水
調
整
の

強
化

節
水
対
策

雨
水
・
中
水

利
用

渇
水
調
整
の

強
化

節
水
対
策

雨
水
・
中
水

利
用

渇
水
調
整
の

強
化

節
水
対
策

雨
水
・
中
水

利
用

渇
水
調
整
の

強
化

節
水
対
策

雨
水
・
中
水

利
用
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4. 幾春別川総合開発事業の検証に係る検討の内容 
 

 

【工業用水】 

 

(1)  新規利水対策案(工業用水)-0 現計画(幾春別川総合開発事業(新桂沢ダム)) 

 

 

 

桂沢ダム容量配分図（昭和32年完成)
(総貯水容量 92,700,000ｍ3)

新桂沢ダム容量配分図
(総貯水容量 147,300,000ｍ3)

水道用水水道用水 7,700,0007,700,000ｍｍ33

堆砂等堆砂等 10,900,00010,900,000ｍｍ33

かんがいかんがい 74,100,00074,100,000ｍｍ33 かんがいかんがい((現ダム現ダム))
74,100,00074,100,000ｍｍ33

洪水調節洪水調節((新規新規))
223,300,0003,300,000ｍｍ33

流水の正常な機能の維持流水の正常な機能の維持((新規新規))
229,900,0009,900,000ｍｍ33

堆砂堆砂 10,90010,900,000,000ｍｍ33
水道用水水道用水((現ダム現ダム) ) 7,700,0007,700,000ｍｍ33

新
桂
沢
ダ
ム

11.9m

嵩上げ

ダム高
63.6m

新規開発分
54,600,000ｍ3

桂
沢
ダ
ム

((新規新規))水道用水水道用水 100,000m100,000m33
((新規新規))工業用水工業用水 1,300,000m1,300,000m33

現ダム分
92,700,000ｍ3

桂
沢
ダ
ム  

千
歳
川

夕張川豊
平
川

石
狩

川

漁川ダム

新千歳空港

西川向

幾春別川

滝里ダム

凡 例
既設ダム（直 轄）
建設中ダム
基 準 地 点
富良野芦別道立自然公園

凡 例
既設ダム（直 轄）
建設中ダム
基 準 地 点
富良野芦別道立自然公園

三笠ぽんべつダム

空知川

夕張シューパロダム

工業用水道
取水地点

石狩湾新港地域

石狩港

 

 

 

 

 

 

図 4.3-28 検討概要図 

【対策案の概要】 

・新桂沢ダムにより、必要な開発量を確保する。 

新桂沢ダム(桂沢ダム) 

新桂沢ダム 

河川名 ：幾春別川 
位置  ：三笠市桂沢 
ダム形式：重力式コンクリート 
堤体積 ：646 千 m3 
総貯水容量：147,300 千 m3 
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4. 幾春別川総合開発事業の検証に係る検討の内容 
 

 

(2)  新規利水対策案(工業用水)-1 河道外貯留施設(貯水池) 

 

 

 

 
※ 新規利水対策案の立案にあたっては、関係機関や地権者等の関係者との事前協議や調整は行っていない。 
※ 対策箇所や数量については検討時点のものであり、今後変更があり得るものである。 
 

石狩湾新港地域
千
歳
川

夕張川豊
平
川

空知川

石
狩

川石狩港

定山渓ダム

豊平峡ダム 漁川ダム

夕張シューパロダム

桂沢ダム

滝里ダム

新千歳空港

工業用水道
取水地点

西川向

幾春別川

貯水池
検討地点

凡 例
既設ダム（直 轄）
建設中ダム
基 準 地 点

凡 例
既設ダム（直 轄）
建設中ダム
基 準 地 点

 

 

図 4.3-29 検討概要図 

【対策案の概要】 

・三笠市街地下流に貯水池を設け、河川の流水を導水し、貯留することで必要な開発量

を確保する。 

施設規模 貯水池容量 130万m3施設規模 貯水池容量 130万m3
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4. 幾春別川総合開発事業の検証に係る検討の内容 
 

 

(3)  新規利水対策案(工業用水)-2 ダム再開発(掘削) 

 

 

 
※ 新規利水対策案の立案にあたっては、関係機関や地権者等の関係者との事前協議や調整は行っていない。 
※ 対策箇所や数量については検討時点のものであり、今後変更があり得るものである。 
 

《現状》 《対策案》

水道用水水道用水 7,700,0007,700,000ｍｍ33

堆砂等堆砂等 10,900,00010,900,000ｍｍ33

かんがいかんがい 74,100,00074,100,000ｍｍ33
桂
沢
ダ
ム 水道用水水道用水 7,700,0007,700,000ｍｍ33

堆砂等堆砂等 10,900,00010,900,000ｍｍ33

かんがいかんがい 74,100,00074,100,000ｍｍ33
桂
沢
ダ
ム 水道用水水道用水 7,700,0007,700,000ｍｍ33

堆砂等堆砂等 10,900,00010,900,000ｍｍ33

かんがいかんがい 74,100,00074,100,000ｍｍ33
桂
沢
ダ
ム 水道用水水道用水 7,700,0007,700,000ｍｍ33

堆砂等堆砂等 10,900,00010,900,000ｍｍ33

かんがいかんがい 74,100,00074,100,000ｍｍ33
桂
沢
ダ
ム

掘削により新たに確保する容量
1,300,000ｍ3

 
 

 

千
歳
川

夕張川豊
平
川

石
狩

川

漁川ダム

新千歳空港

西川向

幾春別川

滝里ダム

凡 例
既設ダム（直 轄）
建設中ダム
基 準 地 点
富良野芦別道立自然公園

凡 例
既設ダム（直 轄）
建設中ダム
基 準 地 点
富良野芦別道立自然公園

空知川

夕張シューパロダム

工業用水道
取水地点石狩湾新港地域

石狩港

 
 

図 4.3-30 検討概要図 

【対策案の概要】 

・既設の桂沢ダム貯水池内を掘削し、必要な開発量を確保する。 

施設規模 ダム貯水容量 130万m3施設規模 ダム貯水容量 130万m3

桂沢ダム(掘削) 

桂沢ダム 

河川名 ：幾春別川 
位置  ：三笠市桂沢 
ダム形式：重力式コンクリート 
堤体積 ：350 千 m3 
総貯水容量：92,700 千 m3 
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4. 幾春別川総合開発事業の検証に係る検討の内容 
 

 

(4)  新規利水対策案(工業用水)-3 他用途ダム容量の買い上げ 

 

 

 
※ 新規利水対策案の立案にあたっては、関係機関や地権者等の関係者との事前協議や調整は行っていない。 
※ 対策箇所や数量については検討時点のものであり、今後変更があり得るものである。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
千
歳
川

夕張川
豊
平
川

空知川

石
狩
川

雨
竜
川

石狩港

忠別川

美瑛川

小樽港

新千歳空港

雨竜第一ダム
雨竜第二ダム

工業用水道
取水地点

西川向

幾春別
川

石狩湾新港地域

野花南ダム

砥山ダム

芦別ダム

千歳第三ダム
千歳第四ダム

一の沢ダム

古川ダム

※ここでは、河川水そのものを消費しない
発電目的のダム容量の買い上げを検討。そ
の他の用途のダム容量の検討については、
「ダム使用権等の振替」及び「既得水利の
合理化・転用」にて検討。

凡 例

発電専用ダム

基準地点

凡 例

発電専用ダム

基準地点

 

図 4.3-31 検討概要図 

【対策案の概要】 

・取水地点上流にある発電専用ダムの容量を買い上げ、必要な開発量を確保する。 

他の用途（発電等）
のダム容量

既設ダム

新規利水等の容量
として買い上げ

雨竜第一ダム 
雨竜第二ダム 

古川ダム 

芦別ダム 

野花南ダム 

一の沢ダム 

砥山ダム 

千歳第三ダム 

千歳第四ダム 

ダム諸元 
施設名 河川名 所管・所有 集水面積（km2） 総貯水容量（千m3） 有効貯水容量（千m3）

古川ダム 古川 北海道電力 569.8 307 147

雨竜第一ダム 太釜別川 北海道電力 368.5 244,653 172,119

雨竜第二ダム 宇津内川 北海道電力 109.7 21,589 11,358

野花南ダム 空知川 北海道電力 1779.0 4,800 2,600

芦別ダム 空知川 北海道電力 2173.0 6,250 1,400

千歳第三ダム 千歳川 王子製紙 243.4 3,648 483

千歳第四ダム 千歳川 王子製紙 294.0 2,298 338

砥山ダム 豊平川 北海道電力 452.8 1,370 530

一の沢ダム 豊平川 北海道電力 452.8 － －
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4. 幾春別川総合開発事業の検証に係る検討の内容 
 

 

(5)  新規利水対策案(工業用水)-4 水系間導水 

 

 

 
※ 新規利水対策案の立案にあたっては、関係機関や地権者等の関係者との事前協議や調整は行っていない。 
※ 対策箇所や数量については検討時点のものであり、今後変更があり得るものである。 
 

石狩湾新港地域

千
歳
川

夕張川豊
平
川

空知川

石
狩

川石狩港

定山渓ダム

豊平峡ダム 漁川ダム

夕張シューパロダム

桂沢ダム

滝里ダム

新千歳空港

工業用水道
取水地点

西川向

幾春別川

水系間導水
検討地点

凡 例
既設ダム（直 轄）
建設中ダム
基 準 地 点

凡 例
既設ダム（直 轄）
建設中ダム
基 準 地 点

 

 

 

図 4.3-32 検討概要図 

【対策案の概要】 

・新川水系から導水し、必要な開発量を確保する。 

施設規模 導水路設置 Ｌ＝約5km施設規模 導水路設置 Ｌ＝約5km
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4. 幾春別川総合開発事業の検証に係る検討の内容 
 

 

(6)  新規利水対策案(工業用水)-5 地下水取水 

 

 

 
※ 新規利水対策案の立案にあたっては、関係機関や地権者等の関係者との事前協議や調整は行っていない。 
※ 対策箇所や数量については検討時点のものであり、今後変更があり得るものである。 
 

石狩湾新港地域
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空知川

石
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夕張シューパロダム

桂沢ダム

滝里ダム

新千歳空港

工業用水道
取水地点

西川向

幾春別川

地下水取水
検討地点

凡 例
既設ダム（直 轄）
建設中ダム
基 準 地 点

凡 例
既設ダム（直 轄）
建設中ダム
基 準 地 点

 

 

 

図 4.3-33 検討概要図 

【対策案の概要】 

・取水地点付近に井戸を掘削し、必要な開発量を確保する。 

施設規模 井戸6本施設規模 井戸6本
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4. 幾春別川総合開発事業の検証に係る検討の内容 
 

 

(7)  新規利水対策案(工業用水)-6 ため池(取水後の貯留施設を含む) 

 

 

 
※ 新規利水対策案の立案にあたっては、関係機関や地権者等の関係者との事前協議や調整は行っていない。 
※ 対策箇所や数量については検討時点のものであり、今後変更があり得るものである。 
 

石狩湾新港地域
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石
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夕張シューパロダム

桂沢ダム

滝里ダム

新千歳空港

工業用水道
取水地点

西川向

幾春別川

ため池
検討地点

凡 例
既設ダム（直 轄）
建設中ダム
基 準 地 点

凡 例
既設ダム（直 轄）
建設中ダム
基 準 地 点

 
 

 

図 4.3-34 検討概要図 

【対策案の概要】 

・取水地点付近にため池を設け、雨水や地区内流水を貯留し、必要な開発量を確保する。 

施設規模 ため池容量 130万m3施設規模 ため池容量 130万m3
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4. 幾春別川総合開発事業の検証に係る検討の内容 
 

 

(8)  新規利水対策案(工業用水)-7 海水淡水化 

 

 

 
※ 新規利水対策案の立案にあたっては、関係機関や地権者等の関係者との事前協議や調整は行っていない。 
※ 対策箇所や数量については検討時点のものであり、今後変更があり得るものである。 
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海水淡水化施設

凡 例
既設ダム（直 轄）
建設中ダム
基 準 地 点

凡 例
既設ダム（直 轄）
建設中ダム
基 準 地 点

 

 

 

図 4.3-35 検討概要図 

【対策案の概要】 

・石狩湾新港地域内に海水淡水化施設を建設し、必要な開発量を確保する。 

施設規模 海水淡水化施設一式施設規模 海水淡水化施設一式

他地域の事例

出典：福岡地区水道企業団海水淡水化センター 

(まみずピア) 
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4. 幾春別川総合開発事業の検証に係る検討の内容 
 

 

(9)  新規利水対策案(工業用水)-8 ダム使用権等の振替 

 

 

 

 
※ 新規利水対策案の立案にあたっては、関係機関や地権者等の関係者との事前協議や調整は行っていない。 
※ 対策箇所や数量については検討時点のものであり、今後変更があり得るものである。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.3-36 検討概要図 

【対策案の概要】 

・取水地点より上流の既設ダムにおいて、水利権が付与されていないダム使用権等を振

り替え、必要な開発量を確保する。 

既設ダム

水利権が付与さ
れていないダム
使用権等

現時点での
水利権量

ダム使用権
等で確保し
ている開発
量

新規利水等の
必要量に振替
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4. 幾春別川総合開発事業の検証に係る検討の内容 
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凡 例
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図 4.3-37 ダム諸元 

 

 

 

 

 

 

 

 

滝里ダム 

大
雪
ダ
ム 

忠別ダム 

漁川ダム 

桂沢ダム 

ダム諸元 

施設名 河川名 所管・所有 集水面積（km2） 総貯水容量（千m3） 有効貯水容量（千m3）

大雪ダム 石狩川 国土交通省 291.6 66,000 54,700

忠別ダム 忠別川 国土交通省 238.9 93,000 79,000

金山ダム 空知川 国土交通省 470.0 150,450 130,420

滝里ダム 空知川 国土交通省 1662.0 108,000 85,000

桂沢ダム 幾春別川 国土交通省 298.7 92,700 81,800

漁川ダム 漁川 国土交通省 113.3 15,300 14,100

豊平峡ダム 豊平川 国土交通省 159.0 47,100 37,100

定山渓ダム 小樽内川 国土交通省 104.0 82,300 78,600

金山ダム 

豊平峡ダム 

定山渓ダム 
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4. 幾春別川総合開発事業の検証に係る検討の内容 
 

 

(10)  新規利水対策案(工業用水)-9 既得水利の合理化・転用 

 

 

 

 
※ 新規利水対策案の立案にあたっては、関係機関や地権者等の関係者との事前協議や調整は行っていない。 
※ 対策箇所や数量については検討時点のものであり、今後変更があり得るものである。 
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凡 例
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図 4.3-38 検討概要図

【対策案の概要】 

・用水路の渇水対策、取水施設の改良等による用水の使用量の削減、農地面積の減少、

産業構造の変革等に伴う需要減分を転用することにより、必要な開発量を確保する。 

実施前

かんがい用水

河
川

水水
田田

水水
田田

実施後

別な用途への
転用

宅地化など

水道用水

かんがい用水

河
川

水水
田田

工業用水 
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4. 幾春別川総合開発事業の検証に係る検討の内容 
 

 

4.3.3.3  概略評価(案) 

複数の新規利水対策案について、コスト、地域社会への影響、実現性などを概略評価し

た結果を以下に示す。 
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4.
 幾
春
別
川
総
合
開
発
事
業
の
検
証
に
係
る
検
討
の
内
容
  

 

表
 4
.3
-1
0 
概
略
評
価
に
よ
る
複
数
の
新
規
利
水
対
策
案
(水
道
用
水
)の
抽
出
（
案
）
 

NO
.

対
策
案

完
成
ま
で
に

要
す
る
費
用

（
概
算
）

地
域
社
会
へ
の
影
響
、
実
現
性
な
ど

抽
出

対
象

（
案
）

0
幾
春
別
川
総
合
開
発
事
業

（
新
桂
沢
ダ
ム
）

約
0.
5億
円

・
必
要
と
な
る
民
有
地
の
取
得
、
家
屋
の
移
転
は
既
に
完
了
し
て
い
る

○

1
河
道
外
貯
留
施
設
（
貯
水
池
）

約
5億
円

・
貯
水
池
の
設
置
に
伴
い
、
用
地
買
収
や
地
質
調
査
等
が
必
要
と
な
る

・
道
立
自
然
公
園
区
域
内
に
位
置
す
る
こ
と
か
ら
、
関
係
機
関
と
の
協
議
が
必
要
と
な
る

○

2
ダ
ム
再
開
発
（
掘
削
）

約
5億
円

・
掘
削
に
際
し
、
地
質
調
査
等
が
必
要
と
な
る

・
掘
削
残
土
の
活
用
・
処
分
に
つ
い
て
検
討
が
必
要
と
な
る

・
掘
削
に
あ
た
っ
て
は
、
桂
沢
ダ
ム
の
貯
水
位
を
低
下
さ
せ
る
必
要
が
あ
る

・
桂
沢
ダ
ム
関
係
者
と
の
協
議
が
必
要
と
な
る

・
道
立
自
然
公
園
区
域
内
に
位
置
す
る
こ
と
か
ら
、
関
係
機
関
と
の
協
議
が
必
要
と
な
る

○

3
水
系
間
導
水

約
20
億
円

・
導
水
路
の
設
置
が
必
要
と
な
る

・
導
水
路
の
設
置
に
伴
い
用
地
買
収
が
必
要
と
な
る

・
導
水
路
の
ル
ー
ト
に
つ
い
て
は
、
地
質
や
埋
設
物
等
の
地
下
調
査
が
必
要
と
な
る

・
芦
別
ダ
ム
関
係
者
と
の
協
議
が
必
要
と
な
る

・
道
立
自
然
公
園
区
域
内
に
位
置
す
る
こ
と
か
ら
、
関
係
機
関
と
の
協
議
が
必
要
と
な
る

・
熊
追
発
電
所
へ
の
影
響
(減
電
)に
つ
い
て
検
討
が
必
要
と
な
る

4
地
下
水
取
水

約
10
億
円

・
必
要
量
の
取
水
可
否
、
水
質
の
適
合
性
、
地
盤
沈
下
へ
の
影
響
、
井
戸
の
配
置
及
び
仕
様
等
に
つ

い
て
は
、
候
補
地
に
お
け
る
ボ
ー
リ
ン
グ
調
査
等
を
行
い
検
討
す
る
必
要
が
あ
る

・
井
戸
の
設
置
に
伴
い
用
地
買
収
が
必
要
と
な
る

・
井
戸
か
ら
浄
水
場
ま
で
の
導
水
路
、
導
水
ポ
ン
プ
場
の
設
置
が
必
要
と
な
る

・
導
水
路
の
ル
ー
ト
に
つ
い
て
は
、
地
質
や
埋
設
物
等
の
地
下
調
査
が
必
要
と
な
る

・
伏
流
水
や
河
川
水
へ
の
影
響
に
つ
い
て
調
査
が
必
要
と
な
る

5
た
め
池

(取
水
後
の
貯
留
施
設
を
含
む
)
約
10
億
円

・
浄
水
場
の
位
置
が
高
く
、
た
め
池
と
高
低
差
が
生
じ
る
た
め
、
導
水
ポ
ン
プ
及
び
導
水
路
の
設
置

が
必
要
と
な
る

・
た
め
池
の
設
置
に
伴
い
用
地
買
収
が
必
要
と
な
る

・
雨
水
や
地
区
内
の
流
水
に
よ
り
必
要
量
を
確
保
す
る
こ
と
が
可
能
か
、
調
査
が
必
要
と
な
る

6
海
水
淡
水
化

約
20
0億
円

・
海
水
淡
水
化
施
設
の
設
置
に
伴
い
用
地
買
収
が
必
要
と
な
る

・
石
狩
川
河
口
付
近
か
ら
桂
沢
浄
水
場
ま
で
の
導
水
路
の
設
置
が
必
要
と
な
る

・
導
水
路
の
ル
ー
ト
に
つ
い
て
は
、
地
質
や
埋
設
物
等
の
地
下
調
査
が
必
要
と
な
る

7
既
得
水
利
の
合
理
化
・
転
用

不
確
定

・
関
係
者
と
の
調
整
が
必
要
と
な
る

・
幾
春
別
川
に
お
い
て
は
取
水
制
限
が
頻
発
し
て
い
る
状
況
に
あ
る

○

(注
1)
完
成
ま
で
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
は
、
平
成
23
年
度
以
降
の
残
事
業
費
で
あ
る
。
 

(注
2)
極
め
て
コ
ス
ト
が
高
い
案
に
つ
い
て
は
抽
出
し
な
い
。
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 幾
春
別
川
総
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開
発
事
業
の
検
証
に
係
る
検
討
の
内
容
  

 

表
 4
.3
-1
1 
概
略
評
価
に
よ
る
複
数
の
新
規
利
水
対
案
(工
業
用
水
)の
抽
出
（
案
）
 

NO
.

対
策
案

完
成
ま
で
に

要
す
る
費
用

（
概
算
）

地
域
社
会
へ
の
影
響
、
実
現
性
な
ど

抽
出

対
象

（
案
）

0
幾
春
別
川
総
合
開
発
事
業

（
新
桂
沢
ダ
ム
）

約
6億
円

・
必
要
と
な
る
民
有
地
の
取
得
、
家
屋
の
移
転
は
既
に
完
了
し
て
い
る

○

1
河
道
外
貯
留
施
設
（
貯
水
池
）

約
80
億
円

・
貯
水
池
の
設
置
に
伴
い
、
用
地
買
収
や
地
質
調
査
等
が
必
要
と
な
る

2
ダ
ム
再
開
発
（
掘
削
）

約
60
億
円

・
掘
削
に
際
し
、
地
質
調
査
等
が
必
要
と
な
る

・
掘
削
残
土
の
活
用
・
処
分
に
つ
い
て
検
討
が
必
要
と
な
る

・
掘
削
に
あ
た
っ
て
は
、
桂
沢
ダ
ム
の
貯
水
位
を
低
下
さ
せ
る
必
要
が
あ
る

・
桂
沢
ダ
ム
関
係
者
と
の
協
議
が
必
要
と
な
る

・
道
立
自
然
公
園
区
域
内
に
位
置
す
る
こ
と
か
ら
、
関
係
機
関
と
の
協
議
が
必
要
と
な
る

○

3
他
用
途
ダ
ム
容
量
の
買
い
上
げ

不
確
定

・
発
電
専
用
ダ
ム
関
係
者
と
の
調
整
が
必
要
と
な
る

・
発
電
容
量
の
一
部
を
買
い
上
げ
る
た
め
、
発
電
へ
の
影
響
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る

○

4
水
系
間
導
水

約
80
億
円

・
導
水
路
及
び
取
水
設
備
、
浄
水
施
設
の
設
置
が
必
要
と
な
る

・
導
水
路
等
の
設
置
に
伴
い
用
地
買
収
が
必
要
と
な
る

・
導
水
路
の
ル
ー
ト
に
つ
い
て
は
、
地
質
や
埋
設
物
等
の
地
下
調
査
が
必
要
と
な
る

・
既
設
の
配
水
系
統
と
の
接
合
に
つ
い
て
検
討
が
必
要
と
な
る

・
新
川
水
系
の
関
係
者
と
の
協
議
が
必
要
と
な
る

5
地
下
水
取
水

約
30
億
円

・
札
幌
市
、
石
狩
市
で
は
、
地
下
水
取
水
に
関
す
る
規
制
を
設
け
て
い
る

・
必
要
量
の
取
水
可
否
、
水
質
の
適
合
性
、
地
盤
沈
下
へ
の
影
響
、
井
戸
の
配
置
及
び
仕
様
等
に
つ

い
て
は
、
候
補
地
に
お
け
る
ボ
ー
リ
ン
グ
調
査
等
を
行
い
検
討
す
る
必
要
が
あ
る

・
井
戸
の
設
置
に
伴
い
用
地
買
収
が
必
要
と
な
る

・
井
戸
か
ら
浄
水
場
ま
で
の
導
水
路
、
導
水
ポ
ン
プ
場
の
設
置
が
必
要
と
な
る

・
導
水
路
の
ル
ー
ト
に
つ
い
て
は
、
地
質
や
埋
設
物
等
の
地
下
調
査
が
必
要
と
な
る

・
伏
流
水
や
河
川
水
へ
の
影
響
に
つ
い
て
調
査
が
必
要
と
な
る

○

6
た
め
池

(取
水
後
の
貯
留
施
設
を
含
む
)
約
60
億
円

・
た
め
池
の
設
置
に
伴
い
用
地
買
収
が
必
要
と
な
る

・
雨
水
や
地
区
内
の
流
水
に
よ
り
必
要
量
を
確
保
す
る
こ
と
が
可
能
か
、
調
査
が
必
要
と
な
る

○

7
海
水
淡
水
化

約
15
0億
円

・
既
設
の
配
水
系
統
と
の
接
合
に
つ
い
て
検
討
が
必
要
と
な
る

8
ダ
ム
使
用
権
等
の
振
替

不
確
定

・
関
係
者
と
の
調
整
が
必
要
と
な
る

○

9
既
得
水
利
の
合
理
化
・
転
用

不
確
定

・
関
係
者
と
の
調
整
が
必
要
と
な
る

○

(注
1)
完
成
ま
で
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
は
、
平
成
23
年
度
以
降
の
残
事
業
費
で
あ
る
。
 

(注
2)
極
め
て
コ
ス
ト
が
高
い
案
に
つ
い
て
は
抽
出
し
な
い
。
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4. 幾春別川総合開発事業の検証に係る検討の内容 
 

 

4.3.3.4  関係者等の意見 

複数の新規利水対策案を概略評価した結果について、幾春別川総合開発事業の利水参画

者、関係河川使用者及び関係する事業者に意見を聴いた。 

意見聴取先と意見聴取結果を以下に示す。 

 

(1)  水道用水 

1)  利水参画者 

・桂沢水道企業団 

・電源開発株式会社 

 

表 4.3-12 利水参画者の意見 

利水参画者 意見照会事項 意見照会事項に関する回答 

桂沢水道 
企業団 

「第 3 回 幾春別川総合開発
事業の関係地方公共団体から
なる検討の場」に提示した複
数の利水対策案に関する、利
水参画者としての見解につい
て 

・ 桂沢水道企業団と致しましては、提示され
た複数の利水対策代替案は、幾春別川総合
開発事業へ継続参加するにあたり、費用負
担が大きいこと、及び地域社会への影響・
実現性の問題や、効果発現の遅延等も懸念
されることから、現計画の対策案による実
施を強く求めるものであります。 

電源開発 
株式会社 

「第 3 回 幾春別川総合開発
事業の関係地方公共団体から
なる検討の場」に提示した複
数の利水対策案に関する、利
水参画者としての見解につい
て 

・ 当社は、現在、貴局が実施する新桂沢ダム
及び三笠ぽんべつダムの建設に関する基
本計画（当初計画平成 6年 8月 2日建設省
告示第 1732 号、変更計画平成 20 年 11 月 7
日国土交通省告示第 1325 号、以下「ダム
基本計画」という。）に基づく幾春別川総
合開発事業に発電参画しており、当事業の
進捗に併せ、新桂沢発電所計画（最大出力
16,800kW）を進める予定としています。 

・ 今般、「第 3 回幾春別川総合開発事業の関
係地方公共団体からなる検討の場」におい
て、新規利水（水道用水、工業用水）およ
び流水の正常な機能の維持について、複数
の利水代替案が示されているところです
が、当社としては、現行の新桂沢発電所計
画に影響を及ぼす対策案については、回避
して頂きたいと考えております。 

・ 今回、お示し頂いているいずれの代替案に
つきましても、現計画である「ダム再開発
（かさ上げ）」に対し、大幅な事業費の増
嵩および事業進捗の遅れが見込まれてい
るとともに、ダムのかさ上げを実施しない
ことで、最大出力 16,800kW に必要な有効
落差の確保が困難になるなど、現行の新桂
沢発電所計画に大きな影響を及ぼすもの
であります。 

・ 従いまして、当社としましては、いずれの
利水代替案でもなく、現行のダム基本計画
に沿ったダム再開発（かさ上げ）案での事
業を進めていただきますよう要望致しま
す。 
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4. 幾春別川総合開発事業の検証に係る検討の内容 
 

 

2)  関係河川使用者 

・北海土地改良区～     ダム再開発（掘削）：桂沢ダム 

 

表 4.3-13 関係河川使用者の意見 

関係河川 
使用者 

意見照会事項 意見照会事項に関する回答 

北海 
土地改良区 

桂沢ダムの再開発（掘削）を
行い新規利水の対策案とする
ことに関する見解について 
（No2 ダム再開発（掘削）） 

・ 当土地改良区に係るかんがい用水に悪影
響を及ぼさない対策でなければ同意しか
ねます。 

 

 

3)  関係する事業者 

・北海道開発局 農業水産部～   既得水利の合理化・転用 

・北海道 農政部～        既得水利の合理化・転用 

・北海道 環境生活部～      既得水利の合理化・転用 

 

表 4.3-14 関係する事業者の意見 

関係する 
事業者 

意見照会事項 意見照会事項に関する回答 

北海道開発局 
農業水産部 

石狩川流域※の市町村におけ
る、水需要合理化に係る土地
改良事業予定の有無について 

※新規利水対策案（水道用水）
の検討に関しては幾春別川
流域が該当 

・ 現時点で国営土地改良事業の計画がない
旨、回答します。 

北海道 
農政部 

石狩川流域※の市町村におけ
る、水需要合理化に係る土地
改良事業予定の有無について 

※新規利水対策案（水道用水）
の検討に関しては幾春別川
流域が該当 

・ 道営農業農村整備事業の実施に向けて、平
成 23 年度に事業計画の樹立を行っている
地区のうち、照会事項に該当する事業の予
定はありません。 

北海道 
環境生活部 

石狩川流域※の市町村におけ
る、水需要合理化を伴う水道
事業の広域化に関する事業計
画の予定の有無について 

※新規利水対策案（水道用水）
の検討に関しては幾春別川
流域が該当 

・ 現時点で、既得水利の合理化を伴う水道事
業の市町村の行政区域を越えた広域化に
関する事業計画が予定されている、水道法
に基づく認可申請・届出はありません。 
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4. 幾春別川総合開発事業の検証に係る検討の内容 
 

 

4)  構成員の意見 

第 1 回から第 3 回検討の場において、構成員から 4.3.3.2 及び 4.3.3.3 で示した新規利

水対策案（水道用水）以外を支持する意見はなかった。 

 

 

5)  パブリックコメント 

4.3.3.2 及び 4.3.3.3 で示した新規利水対策案（水道用水）についてパブリックコメント

を行ったが、示した新規利水対策案（水道用水）以外を支持する意見はなかった。また、

新たな新規利水対策案（水道用水）の提案はなかった。 
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4. 幾春別川総合開発事業の検証に係る検討の内容 
 

 

(2)  工業用水 

1)  利水参画者 

・北海道 

・電源開発株式会社 

 

表 4.3-15 利水参画者の意見 

利水参画者 意見照会事項 意見照会事項に関する回答 

北海道 

「第 3 回 幾春別川総合開発
事業の関係地方公共団体から
なる検討の場」に提示した複
数の利水対策案に関する、利
水参画者としての見解につい
て 

・ 新桂沢ダムの嵩上げにより工業用水の必
要容量を確保することとなっているダム
基本計画に基づく現行案（建設事業費：835
億円）での事業継続が適当と考える。 

電源開発 
株式会社 

「第 3 回 幾春別川総合開発
事業の関係地方公共団体から
なる検討の場」に提示した複
数の利水対策案に関する、利
水参画者としての見解につい
て 

・ 当社は、現在、貴局が実施する新桂沢ダム
及び三笠ぽんべつダムの建設に関する基
本計画（当初計画平成 6年 8月 2日建設省
告示第 1732 号、変更計画平成 20 年 11 月 7
日国土交通省告示第 1325 号、以下「ダム
基本計画」という。）に基づく幾春別川総
合開発事業に発電参画しており、当事業の
進捗に併せ、新桂沢発電所計画（最大出力
16,800kW）を進める予定としています。 

・ 今般、「第 3 回幾春別川総合開発事業の関
係地方公共団体からなる検討の場」におい
て、新規利水（水道用水、工業用水）およ
び流水の正常な機能の維持について、複数
の利水代替案が示されているところです
が、当社としては、現行の新桂沢発電所計
画に影響を及ぼす対策案については、回避
して頂きたいと考えております。 

・ 今回、お示し頂いているいずれの代替案に
つきましても、現計画である「ダム再開発
（かさ上げ）」に対し、大幅な事業費の増
嵩および事業進捗の遅れが見込まれてい
るとともに、ダムのかさ上げを実施しない
ことで、最大出力 16,800kW に必要な有効
落差の確保が困難になるなど、現行の新桂
沢発電所計画に大きな影響を及ぼすもの
であります。 

・ 従いまして、当社としましては、いずれの
利水代替案でもなく、現行のダム基本計画
に沿ったダム再開発（かさ上げ）案での事
業を進めていただきますよう要望致しま
す。 
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2)  関係河川使用者 

・北海土地改良区～     ダム再開発（掘削）：桂沢ダム 

・北海道電力株式会社～   他用途ダム容量の買い上げ 

：芦別ダム、野花南ダム、雨竜第一ダム、雨竜第二ダム 

・札幌市～         ダム使用権等の振替：定山渓ダム 

・旭川市～         ダム使用権等の振替：忠別ダム 

・中空知広域水道企業団～  ダム使用権等の振替：滝里ダム 

 

表 4.3-16 関係河川使用者の意見 

関係河川 
使用者 

意見照会事項 意見照会事項に関する回答 

北海 
土地改良区 

桂沢ダムの再開発（掘削）を
行い新規利水の対策案とする
ことに関する見解について 
（No2 ダム再開発（掘削）） 

・ 当土地改良区に係るかんがい用水に悪影
響を及ぼさない対策でなければ同意しか
ねます。 

北海道電力 
株式会社 

芦別ダム、野花南ダム、雨竜
第一ダム、雨竜第二ダムの発
電容量の一部を買い上げて新
規利水の対策案とすることに
関する見解について 
（No3 他用途ダム容量の買
い上げ） 

・ 水力発電は、純国産の再生可能エネルギー
として、また、発電時に温室効果ガスであ
るCO2を排出しないクリーンエネルギーと
して我が国のエネルギー政策上、重要な位
置づけであります。 

・ ダムを伴った貯水池式や調整池式の発電
所においては、その発電容量により電力需
給が逼迫する時期の供給力確保、急激な需
要変動に対する追従性、電力系統の安定運
用に重要な役割を担うものであります。 

・ 今後、太陽光・風力等の出力変動の大きい
再生可能エネルギーの導入が拡大される
ことが予想され、このような発電容量を持
ち系統調整力を発揮できる水力発電の重
要性は更に高まることが予想されます。 

・ 芦別ダム、野花南ダム、雨竜第一ダム及び
雨竜第二ダムの発電容量の買い上げを行
うことは、貴重な水力エネルギーを利用す
ることが出来なくなり、電力の安定供給に
大きな影響を与える可能性がある本対策
案に対しては同意できません。 

札幌市 

定山渓ダムのダム使用権（上
水道）を振り替えて新規利水
の対策案とすることに関する
見解について 
（No8 ダム使用権等の振替） 

・ 今後進めていく事業において定山渓ダム
のダム使用権を使用する予定があります
ので、当該ダム使用権を振り替える余地は
ないと考えております。 

旭川市 

忠別ダムのダム使用権（上水
道）を振り替えて新規利水の
対策案とすることに関する見
解について 
（No8 ダム使用権等の振替） 

・ 貴職が検討されている「忠別ダムのダム使
用権（上水道）を振り替えて新規利水の対
策案」とすることにつきましては、現在の
ところ水道水源の現行の利水計画に基づ
き事業継続を図っていく所存であり、「振
り替えることにはならない」と考えており
ます。 
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表 4.3-17 関係河川使用者の意見 

関係河川 
使用者 

意見照会事項 意見照会事項に関する回答 

中空知 
広域水道 
企業団 

滝里ダムのダム使用権（上水
道）を振り替えて新規利水の
対策案とすることに関する見
解について 
（No8 ダム使用権等の振替） 

・ 当該ダム使用権を譲渡する意向はありま
せん。 

 

 

3)  関係する事業者 

・北海道開発局 農業水産部～   既得水利の合理化・転用 

・北海道 農政部～        既得水利の合理化・転用 

・北海道 環境生活部～      既得水利の合理化・転用 

・札幌市～            既得水利の合理化・転用 

・旭川市～            既得水利の合理化・転用 

 

表 4.3-18 関係する事業者の意見 

関係する 
事業者 

意見照会事項 意見照会事項に関する回答 

北海道開発局 
農業水産部 

石狩川流域の市町村におけ
る、水需要合理化に係る土地
改良事業予定の有無について 

・ 現時点で国営土地改良事業の計画がない
旨、回答します。 

北海道 
農政部 

石狩川流域の市町村におけ
る、水需要合理化に係る土地
改良事業予定の有無について 

・ 道営農業農村整備事業の実施に向けて、平
成 23 年度に事業計画の樹立を行っている
地区のうち、照会事項に該当する事業の予
定はありません。 

北海道 
環境生活部 

石狩川流域の市町村におけ
る、水需要合理化を伴う水道
事業の広域化に関する事業計
画の予定の有無について 

・ 由仁町上水道事業の平成 18 年度の水道事
業経営変更認可申請において、平成 25 年
度から町の行政区域を越えた広域化によ
り既得水利の合理化をともなう事業計画
が予定されております。 

・ なお、他の市町村については、現時点で、
既得水利の合理化を伴う水道事業の市町
村の行政区域を越えた広域化に関する事
業計画が予定されている、水道法に基づく
認可申請・届出はありません。 

札幌市 
所有する石狩川水系の水利権
（上水道）の見通しに関する
見解について 

・ 今後も既存の水利権を有効に活用し全て
使用する予定です。 

旭川市 
所有する石狩川水系の水利権
（上水道）の見通しに関する
見解について 

・ 当市が所有する石狩川水系の水利権（上水
道）は今後とも必要と考えており、現状で
は減量する予定はございません。 
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4)  構成員の意見 

第 1 回から第 3 回検討の場において、構成員から 4.3.3.2 及び 4.3.3.3 で示した新規利

水対策案（工業用水）以外を支持する意見はなかった。 

 

 

5)  パブリックコメント 

4.3.3.2 及び 4.3.3.3 で示した新規利水対策案（工業用水）についてパブリックコメント

を行ったが、示した新規利水対策案（工業用水）以外を支持する意見はなかった。また、

新たな新規利水対策案（工業用水）の提案はなかった。 
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4.3.3.5  関係者等の意見を踏まえた概略評価 

4.3.3.4 の関係者等の意見を踏まえて概略評価を行い、新規利水対策案を抽出した結果を

表 4.3-19～表 4.3-20 に示す。 

 

＜意見を踏まえた概略評価の内容＞ 

 

(1)  水道用水 

 

・ 新規利水対策案（水道用水）の抽出にあたり、No.2「ダム再開発(掘削)」の案を構成

する関係河川使用者に当該案に対する見解について意見を聴いたところ、当該関係河

川使用者の利水計画に支障を与えない対策でなければ同意しかねるとの回答があった

ため、評価軸ごとの評価を行う際に考慮する。 

 

・ 関係する事業者に、No.7「既得水理の合理化・転用」にかかる事業予定等の見通しを

聞いたところ、現時点ではこれらの見込みはなかったため、概略評価において棄却す

る。 

 

・ 検討の場及びパブリックコメントにおいて、第 3 回検討の場の概略評価で棄却した新

規利水対策案（水道用水）を支持する意見がなかったため、第 3 回検討の場の概略評

価で棄却した新規利水対策案（水道用水）は、評価軸ごとの評価を行う対策案としな

い。 

 

・ パブリックコメントにおいて、新たな新規利水対策案（水道用水）の提案はなかった。 

 

(2)  工業用水 

 

・ 新規利水対策案（工業用水）の抽出にあたり、No.2「ダム再開発(掘削)」、No.3「他用

途ダム容量の買い上げ」、No.8「ダム使用権等の振替」の各案を構成する各関係河川使

用者に当該案に対する見解について意見を聴いたところ、No.2「ダム再開発(掘削)」

については当該関係河川使用者の利水計画に支障を与えない対策でなければ同意しか

ねるとの回答があったため、評価軸ごとの評価を行う際に考慮する。また、No.3「他

用途ダム容量の買い上げ」、No.8「ダム使用権等の振替」については同意できないとの

回答があり、他案と比較して実現性が低いことが明らかとなったことから、概略評価

において棄却する。 

 

・ 関係する事業者に、No.9「既得水理の合理化・転用」にかかる事業予定等の見通しを

聞いたところ、由仁町上水道事業において既存の水利権の合理化をともなう事業計画

が予定されているとの回答があったため、当該水利権を転用できると仮定（必要な開

発量の 1/10 程度）し、既得水利の合理化・転用＋地下水取水案として評価軸ごとの評
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価を行う。その他については現時点では見込みはなかった。 

 

・ 検討の場及びパブリックコメントにおいて、第 3 回検討の場の概略評価で棄却した新

規利水対策案（工業用水）を支持する意見がなかったため、第 3 回検討の場の概略評

価で棄却した新規利水対策案（工業用水）は、評価軸ごとの評価を行う対策案としな

い。 

 

・ パブリックコメントにおいて、新たな新規利水対策案（工業用水）の提案はなかった。 

4-168



4.
 幾
春
別
川
総
合
開
発
事
業
の
検
証
に
係
る
検
討
の
内
容
  

 

 

表
 4
.3
-1
9 
関
係
者
等
の
意
見
を
踏
ま
え
た
概
略
評
価
に
よ
る
新
規
利
水
対
策
案
の
抽
出
の
整
理
(水
道
用
水
) 

概
略
評
価
に
よ
る
抽
出
 

No
. 

対
策
案
 

完
成
ま
で
に
 

要
す
る
費
用
 

(概
算
)※
1  

抽
出
 

不
適
当
と
考
え
ら
れ
る
評
価
軸
と
そ
の
理
由
 

0 
幾
春
別
川
総
合
開
発
事
業
※
2  

(新
桂
沢
ダ
ム
) 

約
0.
5
億
円
 

 
 

 

1 
河
道
外
貯
留
施
設
(貯
水
池
) 

約
5
億
円
 

○
 

 
 

2 
ダ
ム
再
開
発
(掘
削
) 

約
5
億
円
 

○
 

 
 

3 
水
系
間
導
水
 

約
20
億
円
 

 
・
 コ
ス
ト
 

・
 コ
ス
ト
が
極
め
て
高
い
。
 

4 
地
下
水
取
水
 

約
10
億
円
 

 
・
 コ
ス
ト
 

・
 コ
ス
ト
が
極
め
て
高
い
。
 

5 
た
め
池
 

(取
水
後
の
貯
留
施
設
を
含
む
) 

約
10
億
円
 

 
・
 コ
ス
ト
 

・
 コ
ス
ト
が
極
め
て
高
い
。
 

6 
海
水
淡
水
化
 

約
20
0
億
円
 

 
・
 コ
ス
ト
 

・
 コ
ス
ト
が
極
め
て
高
い
。
 

7 
既
得
水
利
の
合
理
化
・
転
用
 

－
 

 
・
 実
現
性
 

・
 新
た
な
合
理
化
の
予
定
が
無
く
、
必
要
量
を
確
保
す
る
見
込
み
が
な
い
。
 

※
1 
完
成
ま
で
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
は
、
平
成
23
年
度
以
降
の
残
事
業
費
で
あ
る
。
 

※
2 
幾
春
別
川
総
合
開
発
事
業
は
新
桂
沢
ダ
ム
と
三
笠
ぽ
ん
べ
つ
ダ
ム
の
2
ダ
ム
1
事
業
で
あ
る
が
、
新
桂
沢
ダ
ム
1
ダ
ム
の
み
を
建
設
す
る
場
合
に
つ
い
て
も
、
新
桂
沢
ダ
ム
の
利
水
容
量
は
変
わ
ら
な
い
。
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表
 4
.3
-2
0 
関
係
者
等
の
意
見
を
踏
ま
え
た
概
略
評
価
に
よ
る
新
規
利
水
対
策
案
の
抽
出
の
整
理
(工
業
用
水
) 
 

概
略
評
価
に
よ
る
抽
出
 

No
. 

対
策
案
 

完
成
ま
で
に
 

要
す
る
費
用
 

(概
算
)※
1  

抽
出
 

不
適
当
と
考
え
ら
れ
る
評
価
軸
と
そ
の
理
由
 

0 
幾
春
別
川
総
合
開
発
事
業
※
2  

(新
桂
沢
ダ
ム
) 

約
6
億
円
 

 
 

 

1 
河
道
外
貯
留
施
設
(貯
水
池
) 

約
80
億
円
 

 
・
 コ
ス
ト
 

・
 コ
ス
ト
が
極
め
て
高
い
。
 

2 
ダ
ム
再
開
発
(掘
削
) 

約
60
億
円
 

○
 

 
 

3 
他
用
途
ダ
ム
容
量
の
買
い
上
げ
 

－
 

 
・
 実
現
性
 

・
 芦
別
ダ
ム
、
野
花
南
ダ
ム
、
雨
竜
第
一
ダ
ム
、
雨
竜
第
二
ダ
ム
の
施
設
管
理
者
か

ら
、「
電
力
の
安
定
供
給
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
可
能
性
が
あ
る
本
対
策
案
に

対
し
て
は
同
意
で
き
な
い
」
と
の
回
答
が
あ
っ
た
。
 

4 
水
系
間
導
水
 

約
80
億
円
 

 
・
 コ
ス
ト
 

・
 コ
ス
ト
が
極
め
て
高
い
。
 

5 
地
下
水
取
水
 

約
30
億
円
 

○
 

 
 

6 
た
め
池
(取
水
後
の
貯
留
施
設
を

含
む
) 

約
60
億
円
 

○
 

 
 

7 
海
水
淡
水
化

 
約
15
0
億
円
 

 
・
 コ
ス
ト
 

・
 コ
ス
ト
が
極
め
て
高
い
。
 

8 
ダ
ム
使
用
権
等
の
振
替

 
－

 
 

・
 実
現
性
 

・
 定
山
渓
ダ
ム
、
忠
別
ダ
ム
、
滝
里
ダ
ム
に
ダ
ム
使
用
権
を
有
す
る
も
の
よ
り
、「
今

後
進
め
て
い
く
事
業
に
お
い
て
使
用
す
る
予
定
が
あ
り
振
り
替
え
る
余
地
は
な

い
」「
現
行
の
利
水
計
画
に
基
づ
き
事
業
継
続
を
図
っ
て
い
く
た
め
、
振
り
替
え
る

こ
と
に
は
な
ら
な
い
」「
譲
渡
す
る
意
向
は
な
い
」
と
の
回
答
が
あ
っ
た
。
 

9 
既
得
水
利
の
合
理
化
・
転
用
 

＋
地
下
水
取
水

 
－

 
○
 

 
 

※
1 
完
成
ま
で
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
は
、
平
成
23
年
度
以
降
の
残
事
業
費
で
あ
る
。
 

※
2 
幾
春
別
川
総
合
開
発
事
業
は
新
桂
沢
ダ
ム
と
三
笠
ぽ
ん
べ
つ
ダ
ム
の
2
ダ
ム
1
事
業
で
あ
る
が
、
新
桂
沢
ダ
ム
1
ダ
ム
の
み
を
建
設
す
る
場
合
に
つ
い
て
も
、
新
桂
沢
ダ
ム
の
利
水
容
量
は
変
わ
ら
な
い
。
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4.3.3.6  概略評価による新規利水対策案の抽出結果 

概略評価で抽出する新規利水対策案は、水道用水については 3案、工業用水については 5

案とする。 

 

 

表 4.3-21 新規利水対策案抽出 3案(水道用水) 

No. 対策案
概略評価（案）で抽出する新規利水対策案（水道用水）

案の名称 実施内容

0
幾春別川
総合開発事業
（新桂沢ダム）

現計画案 【幾春別川総合開発事業（新桂沢ダム）】
・新桂沢ダムにより、必要な開発量を確保する。

1 河道外貯留施設
（貯水池） 河道外貯留施設案

【河道外貯留施設】
・桂沢ダム上流に貯水池を設け、河川の流水を導水し、貯留する
ことで必要な開発量を確保する。

2 ダム再開発
（掘削） ダム再開発（掘削）案 【桂沢ダム掘削】

・既設の桂沢ダム貯水池内を掘削し、必要な開発量を確保する。

 

 

 

表 4.3-22 新規利水対策案抽出 5案(工業用水) 

No. 対策案
概略評価（案）で抽出する新規利水対策案（工業用水）

案の名称 実施内容

0
幾春別川
総合開発事業
（新桂沢ダム）

現計画案 【幾春別川総合開発事業（新桂沢ダム）】
・新桂沢ダムにより、必要な開発量を確保する。

2 ダム再開発
（掘削） ダム再開発（掘削）案 【桂沢ダム掘削】

・既設の桂沢ダム貯水池内を掘削し、必要な開発量を確保する。

5 地下水取水 地下水取水案 【地下水取水】
・取水地点付近に井戸を掘削し、必要な開発量を確保する。

6
ため池
(取水後の貯留
施設を含む)

ため池案
【ため池】
・取水地点付近にため池を設け、雨水や地区内流水を貯留し、必
要な開発量を確保する。

9

既得水利
の合理化・転用
＋
地下水取水

既得水利の合理化・転用案

【既得水利の合理化・転用＋地下水取水】
・由仁町上水道事業の既存の水利権を転用できると仮定（必要な
開発量の1/10程度）し、不足する分について、取水地点付近に井
戸を掘削し、必要な開発量を確保する。
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4. 幾春別川総合開発事業の検証に係る検討の内容 
 

 

4.3.4  評価軸ごとの評価 
概略評価により抽出された新規利水対策案について、「検証要領細目」に示されている 6

つの評価軸について評価を行った。 

以下に評価軸ごとの評価を行った対策案の概要を示す。なお、これらの対策案の完成ま

でに要する費用等については、評価軸ごとの評価を行うにあたり、詳細検討を行った結果

を示している。 

その結果を表 4.3-23～表 4.3-32 に示す。
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4. 幾春別川総合開発事業の検証に係る検討の内容 
 

 

【水道用水】 

 

(1)  新規利水対策案(水道用水) 現計画案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

千
歳
川

夕張川豊
平
川

石
狩

川

漁川ダム

新千歳空港

水道
取水地点

桂沢浄水場

西川向

幾春別川

滝里ダム

凡 例
既設ダム（直 轄）
建設中ダム
基 準 地 点
富良野芦別道立自然公園

凡 例
既設ダム（直 轄）
建設中ダム
基 準 地 点
富良野芦別道立自然公園

空知川

夕張シューパロダム

新桂沢ダム（桂沢ダム）

三笠ぽんべつダム

 

図 4.3-39 検討概要図 

【対策案の概要】 

・新桂沢ダムにより、必要な開発量を確保する。 

かんがいかんがい((現ダム現ダム))
74,100,00074,100,000ｍｍ33

洪水調節洪水調節((新規新規))
223,300,0003,300,000ｍｍ33

流水の正常な機能の維持流水の正常な機能の維持((新規新規))
229,900,0009,900,000ｍｍ33

堆砂堆砂 10,90010,900,000,000ｍｍ33
水道用水水道用水((現ダム現ダム) ) 7,700,0007,700,000ｍｍ33

新
桂
沢
ダ
ム 新規開発分

54,600,000ｍ3

((新規新規))水道用水水道用水 100,000m100,000m33
((新規新規))工業用水工業用水 1,300,000m1,300,000m33

現ダム分
92,700,000ｍ3

桂
沢
ダ
ム

新桂沢ダム容量配分図
(総貯水容量 147,300,000ｍ3)

新桂沢ダム諸元
堤高 ：75.5m（かさ上げ高11.9m）
堤頂長：406.5m
型式 ：重力式コンクリートダム

【対策案】 

■ダム 

新桂沢ダム 
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4. 幾春別川総合開発事業の検証に係る検討の内容 
 

 

(2)  新規利水対策案(水道用水) 河道外貯留施設案 

 

 

 

 
※ 新規利水対策案の立案にあたっては、関係機関や地権者等の関係者との事前協議や調整は行っていない。 
※ 対策箇所や数量については検討時点のものであり、今後変更があり得るものである。 
 

 

 

 

漁川ダム

桂沢ダム

新千歳空港

水道
取水地点

桂沢浄水場

西川向

滝里ダム

河道外貯留施設

夕張シューパロダム

凡 例
既設ダム（直 轄）
建設中ダム
基 準 地 点
富良野芦別道立自然公園

凡 例
既設ダム（直 轄）
建設中ダム
基 準 地 点
富良野芦別道立自然公園

 

図 4.3-40 検討概要図 

【対策案の概要】 

・桂沢ダム上流に貯水池を設け、河川の流水を導水し、貯留することで必要な開発量を

確保する。 

【対策案】 

■河道外貯留施設(貯水池) 

貯留施設   1 箇所(10 万 m3) 

用地買収 約 3ha 
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4. 幾春別川総合開発事業の検証に係る検討の内容 
 

 

(3)  新規利水対策案(水道用水) ダム再開発(掘削)案 

 

 

 
※ 新規利水対策案の立案にあたっては、関係機関や地権者等の関係者との事前協議や調整は行っていない。 
※ 対策箇所や数量については検討時点のものであり、今後変更があり得るものである。 
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平
川

石
狩

川

漁川ダム

新千歳空港

水道
取水地点

桂沢浄水場

西川向

幾春別川

滝里ダム

凡 例
既設ダム（直 轄）
建設中ダム
基 準 地 点
富良野芦別道立自然公園

凡 例
既設ダム（直 轄）
建設中ダム
基 準 地 点
富良野芦別道立自然公園

空知川

夕張シューパロダム

桂沢ダム(掘削)

 
図 4.3-41 検討概要図

【対策案の概要】 

・既設の桂沢ダム貯水池内を掘削し、必要な開発量を確保する。 

水道用水水道用水 7,700,0007,700,000ｍｍ33

堆砂等堆砂等 10,900,00010,900,000ｍｍ33

かんがいかんがい 74,100,00074,100,000ｍｍ33
桂
沢
ダ
ム 水道用水水道用水 7,700,0007,700,000ｍｍ33

堆砂等堆砂等 10,900,00010,900,000ｍｍ33

かんがいかんがい 74,100,00074,100,000ｍｍ33
桂
沢
ダ
ム

掘削により新たに確保する容量
100,000ｍ3

桂沢ダム容量配分図
(総貯水容量 92,700,000ｍ3)

桂沢ダム諸元
堤高 ：63.6m
堤頂長：334.25m
型式 ：重力式コンクリートダム

【対策案】 

■ダム再開発(掘削) 

桂沢ダム貯水池掘削 

掘削        10 万 m3 

用地買収       なし 
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4. 幾春別川総合開発事業の検証に係る検討の内容 
 

 

【工業用水】 

 

(1)  新規利水対策案(工業用水) 現計画案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

千
歳
川

夕張川豊
平
川

石
狩

川

漁川ダム

新千歳空港

工業用水道
取水地点

西川向

幾春別川

滝里ダム

凡 例
既設ダム（直 轄）
建設中ダム
基 準 地 点
富良野芦別道立自然公園

凡 例
既設ダム（直 轄）
建設中ダム
基 準 地 点
富良野芦別道立自然公園

三笠ぽんべつダム

空知川

夕張シューパロダム

新桂沢ダム（桂沢ダム）

石狩湾新港地域

 

図 4.3-42 検討概要図 

【対策案の概要】 

・新桂沢ダムにより、必要な開発量を確保する。 

かんがいかんがい((現ダム現ダム))
74,100,00074,100,000ｍｍ33

洪水調節洪水調節((新規新規))
223,300,0003,300,000ｍｍ33

流水の正常な機能の維持流水の正常な機能の維持((新規新規))
229,900,0009,900,000ｍｍ33

堆砂堆砂 10,90010,900,000,000ｍｍ33
水道用水水道用水((現ダム現ダム) ) 7,700,0007,700,000ｍｍ33

新
桂
沢
ダ
ム 新規開発分

54,600,000ｍ3

((新規新規))水道用水水道用水 100,000m100,000m33
((新規新規))工業用水工業用水 1,300,000m1,300,000m33

現ダム分
92,700,000ｍ3

桂
沢
ダ
ム

新桂沢ダム容量配分図
(総貯水容量 147,300,000ｍ3)

新桂沢ダム諸元
堤高 ：75.5m（かさ上げ高11.9m）
堤頂長：406.5m
型式 ：重力式コンクリートダム

【対策案】 

■ダム 

新桂沢ダム 
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4. 幾春別川総合開発事業の検証に係る検討の内容 
 

 

(2)  新規利水対策案(工業用水) ダム再開発(掘削)案 

 

 

 
※ 新規利水対策案の立案にあたっては、関係機関や地権者等の関係者との事前協議や調整は行っていない。 
※ 対策箇所や数量については検討時点のものであり、今後変更があり得るものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

千
歳
川

夕張川豊
平
川

石
狩

川

漁川ダム

新千歳空港

工業用水道
取水地点

西川向

幾春別川

滝里ダム

凡 例
既設ダム（直 轄）
建設中ダム
基 準 地 点
富良野芦別道立自然公園

凡 例
既設ダム（直 轄）
建設中ダム
基 準 地 点
富良野芦別道立自然公園

空知川

夕張シューパロダム

桂沢ダム(掘削)

石狩湾新港地域

 
図 4.3-43 検討概要図 

水道用水水道用水 7,700,0007,700,000ｍｍ33

堆砂等堆砂等 10,900,00010,900,000ｍｍ33

かんがいかんがい 74,100,00074,100,000ｍｍ33
桂
沢
ダ
ム 水道用水水道用水 7,700,0007,700,000ｍｍ33

堆砂等堆砂等 10,900,00010,900,000ｍｍ33

かんがいかんがい 74,100,00074,100,000ｍｍ33
桂
沢
ダ
ム

掘削により新たに確保する容量
1,300,000ｍ3

桂沢ダム容量配分図
(総貯水容量 92,700,000ｍ3)

桂沢ダム諸元
堤高 ：63.6m
堤頂長：334.25m
型式 ：重力式コンクリートダム

【対策案の概要】 

・既設の桂沢ダム貯水池内を掘削し、必要な開発量を確保する。 

【対策案】 

■ダム再開発(掘削) 

桂沢ダム貯水池掘削 

掘削       130 万 m3 

用地買収       なし 
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4. 幾春別川総合開発事業の検証に係る検討の内容 
 

 

(3)  新規利水対策案(工業用水) 地下水取水案 

 

 

 
※ 新規利水対策案の立案にあたっては、関係機関や地権者等の関係者との事前協議や調整は行っていない。 
※ 対策箇所や数量については検討時点のものであり、今後変更があり得るものである。 

 

 

 

 

 

 

 

漁川ダム

新千歳空港

工業用水道
取水地点

西川向

滝里ダム

夕張シューパロダム地下水取水施設

石狩湾新港地域

桂沢ダム

凡 例
既設ダム（直 轄）
建設中ダム
基 準 地 点
富良野芦別道立自然公園

凡 例
既設ダム（直 轄）
建設中ダム
基 準 地 点
富良野芦別道立自然公園

 
図 4.3-44 検討概要図 

【対策案の概要】 

・取水地点付近に井戸を掘削し、必要な開発量を確保する。 

【対策案】 

■地下水取水 

井戸設置       17 基 

導水管   φ100、L=約 0.3km 

φ150、L=約 0.4km 

φ200、L=約 0.3km 

φ250、L=約 0.7km 

φ300、L=約 0.1km 

φ350、L=約 0.1km 

φ400、L=約 0.1km 

φ450、L=約 2.2km 

送水施設      1 箇所 
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4. 幾春別川総合開発事業の検証に係る検討の内容 
 

 

(4)  新規利水対策案(工業用水) ため池案 

 

 

 
※ 新規利水対策案の立案にあたっては、関係機関や地権者等の関係者との事前協議や調整は行っていない。 
※ 対策箇所や数量については検討時点のものであり、今後変更があり得るものである。 

 

 

 

 

 

漁川ダム

新千歳空港

工業用水道
取水地点

西川向

滝里ダム

夕張シューパロダムため池

石狩湾新港地域

桂沢ダム

凡 例
既設ダム（直 轄）
建設中ダム
基 準 地 点
富良野芦別道立自然公園

凡 例
既設ダム（直 轄）
建設中ダム
基 準 地 点
富良野芦別道立自然公園

 
図 4.3-45 検討概要図 

【対策案の概要】 

・取水地点付近にため池を設け、雨水や地区内流水を貯留し、必要な開発量を確保する。 

【対策案】 

■ため池 

ため池    1 箇所(130 万 m3) 

用地買収       約 23ha 
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4. 幾春別川総合開発事業の検証に係る検討の内容 
 

 

(5)  新規利水対策案(工業用水) 既得水利の合理化・転用案 

 

 

 

 
※ 新規利水対策案の立案にあたっては、関係機関や地権者等の関係者との事前協議や調整は行っていない。 
※ 対策箇所や数量については検討時点のものであり、今後変更があり得るものである。 
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夕張シューパロダム地下水取水施設

石狩湾新港地域

桂沢ダム

凡 例
既設ダム（直 轄）
建設中ダム
基 準 地 点
富良野芦別道立自然公園

凡 例
既設ダム（直 轄）
建設中ダム
基 準 地 点
富良野芦別道立自然公園

由仁町上水道
取水地点

 

図 4.3-46 検討概要図

【対策案の概要】 

・由仁町上水道事業の既存の水利権を転用できると仮定(必要な開発量の 1/10 程度)し、

不足する分について、取水地点付近に井戸を掘削し、必要な開発量を確保する。 

【対策案】 

■既得水利権の転用 

 由仁町上水道 Q=0.0132m3/s 

■地下水取水 

井戸設置       16 基 

導水管   φ100、L=約 0.2km 

φ150、L=約 0.4km 

φ200、L=約 0.7km 

φ250、L=約 0.3km 

φ300、L=約 0.1km 

φ350、L=約 0.2km 

φ400、L=約 2.2km 

送水施設      1 箇所 
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